
別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】

№

会計
一般 0 2 0 1 0 5 0 1 0 5 1 0 0

 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

✔  影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
 影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO）  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
① 手段（主な活動）  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】
平成26年度の実績（平成26年度に行った主な活動） ✔  他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

平成27年度の事業計画（平成27年度に計画している主な活動）

② 対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③ 意図（この事業によって、対象をどう変えるのか）  事業費削減（歳入確保）余地がある⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  事業費削減（歳入確保）余地がない⇒【以下に理由を記入】

④ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移 ✔  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) １次評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 ✔ 見直し余地あり

③ 効率性 ✔ 適切 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可
廃止 休止 事業統廃合・連携 ✔ 事業のやり方改善（有効性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）
事業のやり方改善（効率性改善）　 事業のやり方改善（公平性改善）　

現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策

(6) ＜目標達成基準，見直し・廃止基準＞この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？

財政健全化に向けた様々な取り組みを実施するためには、市民や利用者の理解が必要となる。
（解決策）個別・全体の説明会などにより、必要性について理解を求めていく。

廃止・休止した場合、市全体での財政規律が確保できなくなり、新たな行政ニーズに対応するための財源が
生み出せなくなる。また、場合によっては財政健全化団体や財政再生団体となる恐れがある。

○

うち委託料

引き続き、担当課と連携のうえ、「財政健全化の取り組み方針・実施細目」で未達成、未着手となっている取り組
み実施に向けた調整を進める。

向
上

事務事業名

政策名

施策名

× ×

予算科目

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

必要最小限の人件費である。

事務事業評価による見直しなど各課で行っているものもあるが、全体を統括する事業は本事業のみである。

×
維
持

低
下

平成26年度は、大きな行財政健全化効果を出すことができなかった。

(4) 改革・改善による期待成果

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化
余地

事業の内容が一部の受益者に偏って
いて不公平ではないか？受益者負担
が公平・公正になっているか？

応能負担、応益負担両方の観点から、財政健全化を進めるよう心掛けている。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

市の自主財源（市税・使用料・手数料等）で市の事業費全てを賄うことができる状態となれば、目標が達成されたこととなるが、実際には不可能であ
るため、常に健全化は必要である。

市民全体の利益を考えながら本事業を進める必要がある。

効
率
性
評
価

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確
保余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

最小限の事業費である。

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

コスト
削減

市財政運営の健全化に関する検討を行う事業であることから、市が行うべき事業である。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待
できないのか？

財政健全化の状態となるまでは常に向上余地がある。また、「財政健全化の取り組み方針・実施細目」で未達
成、未着手の取り組みがあるため、向上の余地がある。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

③ 廃止・休止の成果への影響

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に
役立っているか？)

←実施計画上の重点施
策

法やルールを守るとともに、堅実な
財政運営を行う（行財政改革） 公

共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要がある
か、民間や受益者ができる事業か？か
つ、行政が行うとした場合、国・都が行
う事業か、それとも市が行う事業か？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

市財政が健全な状態であり続けるための仕組みづくりを、市民・議会・行政でいかにして共有化し実施していくべきか。

維持 増加

収支差額（K）=(J)-(I)
一般財源投入割合

繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金
都支出金

維持補修費

収
入
内
訳

収入計（J）

国庫支出金

その他

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

物に係るコスト

物に係るコスト計（Ｇ）

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数
延べ業務時間

嘱託職員人件費計（Ｅ）

物件費

<0103000>
事業コード

事業期間

支
出
内
訳

移転支出的なコスト

移転支出的なコスト計（Ｈ）

その他
その他

扶助費

0-4,275-5,223-12,658-6,901

人に係るコスト

補助費等
繰出金
その他

再任用職員従事人数

00000

100% 100% 100% 100% #DIV/0!

0 0 0 0

0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

219

04,275

173

5,223

✔

✔

12,6586,901

人

百万円

回

百万円

人

（決算）（Ａ）

991 381

0

0 0

0

000

-1,227

00
0 0

90 0 0

96.1

118

0 0 0 0

42,965 41,627 46,033

0 428 199

74,265 74,381 74,303 74,546

・市財政に関心を持ってもらう
・健全化に資する取組が実施される

6 6 0 0

・財政改革審議会の開催
・市が策定した「財政健全化の取り組み方針・実施細目」の進行管理

　市の財政（一般、特別会計）が、自律した財政運営になる

0 0 0 0
0 0 0 0

05601,227710

0 0

行財政健全化推進事業

％

0 56
0 0

人に係るコスト計（Ｆ）

正規職員人件費計（Ｃ）

710
710
0

1,227
1,227
0

0 0 0 0

％

上位成果指標
（結果の達成度を表
す指標）

（決算）（決算）

99.8

延べ業務時間

00
04,000

・国立市民
・市財政

2 2

5,05011,0505,200
0
0

000

・財政改革審議会の開催
・市が策定した「財政健全化の取り組み方針・実施細目」の進行管理

千円

千円

千円

対象指標（対象
の大きさを表す指標）

成果指標（対象
における意図の達成
度を表す指標）

課長名

項 目

所属部

所属係

単年度繰返

5 推進体制

施策30　効果的・効率的な行政運営の推進

事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

款
地方自治法法令根拠

政策経営課

黒澤重徳

所属課政策経営部

財政係

4

0 0

平成25年度

②

③

④

手段

対象

意図

結果

千円

千円 0 0 0 0

千円

千円

千円

千円

％

千円

千円

千円

千円

活動指標（事務
事業の活動量を表す
指標）

回

（決算）
平成23年度
（決算）

10

項目

①

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

（決算）（Ａ）
平成24年度

千円

正規職員従事人数
延べ業務時間

項目

人

千円

時間

人

千円

時間

人

00
0 0

-6,000

0 0 0 0
000

0000
04,0005,05011,0505,200

800時間

7,435
0

-208
0
0

6 6 4
1,040 2,210 1,010

-6,000

-7,435

平成27年度
（当初予算)

平成26年度
（決算見込み)（Ｂ）

（Ｂ）-（Ａ）（目標値)（当初予算)（決算見込み)（Ｂ）

47,809

平成23年度からの「財政改革審議会」は、佐藤市長の選挙公約に
基づき条例設置した。

なお、過去には「財政問題調査会（S55）」「行財政問題懇談会
（H10）」が設置され、市財政の健全化に関する審議が行われてい
る。

国立市の行財政健全化を推進するため、平成23年12月に条例設置された財政改革審議会の運営、「財政健全化
の取り組み方針・実施細目」の進行管理等を行う事業。

事務事業の概要（事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述） この事業を開始した経緯（いつ、どのような経緯で開始したか）

成
果

差額
（Ｂ）-（Ａ）

目標年度
（目標値)

名称 単位

差額
単位

平成23年度 平成24年度 平成25年度

財政改革審議会開催回数

くにたちタウンミーティング開催回数

国立市人口（4月1日現在）

市の財政規模（全会計）

健全化実施に伴う効果額

くにたちタウンミーティング参加者数

経常収支比率（赤字地方債を分母に含めない）

自主財源比率

平成26年度 平成27年度 目標年度

-1,200
5

0
0
0
0

0
-1,227
-1,227

0
0
0

0
0
0
0
0



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】

№

会計
一般 1 1 0 1 0 1 5 8 7 0 0

 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO） ✔  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
① 手段（主な活動） ✔  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】
平成26年度の実績（平成26年度に行った主な活動）  他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

平成27年度の事業計画（平成27年度に計画している主な活動）

② 対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③ 意図（この事業によって、対象をどう変えるのか） ✔  事業費削減（歳入確保）余地がある⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
 事業費削減（歳入確保）余地がない⇒【以下に理由を記入】

④ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移 ✔  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) １次評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 ✔ 見直し余地あり

③ 効率性 ✔ 適切 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可
廃止 休止 事業統廃合・連携 ✔ 事業のやり方改善（有効性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）
事業のやり方改善（効率性改善）　 事業のやり方改善（公平性改善）　

現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策

(6) ＜目標達成基準，見直し・廃止基準＞この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？

0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

平成26年度 平成27年度 目標年度

505
4

新規起債数

元金償還額

新規起債額

地方債現在高（年度末）

対当初予算収入率（借入額/予算額）

繰上償還・借換による利子軽減額

経常収支比率（赤字地方債を分母に含めない）

自主財源比率

名称 単位

差額
単位

平成23年度 平成24年度 平成25年度

昭和23年に制定された地方財政法第5条各項に基づき、地方債の
借入を行っている。

地方債の借入れ及び償還事務（東京都が事務の窓口）
　　・当初要望調査（調査表作成及び提出・5～6月）
　　・起債対象事業に関する説明（都のヒアリング・12～1月）
　　・借入申請（3月）
　　・受入及び起債台帳へ登録（4～5月）
　　・毎年度の償還処理（9月・3月）

事務事業の概要（事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述） この事業を開始した経緯（いつ、どのような経緯で開始したか）

成
果

差額
（Ｂ）-（Ａ）

目標年度
（目標値)

平成27年度
（当初予算)

平成26年度
（決算見込み)（Ｂ）

（Ｂ）-（Ａ）（目標値)（当初予算)（決算見込み)（Ｂ）

15,404,431

4 3 4
1,370 335 840

2,525

-43,687

時間

43,687
0

-46,212
0
0

1,040

00
05,2004,2001,6756,850

000

00

0 0

2,525

0 0 0 0
00

千円

時間

人

千円

時間

人

（決算）（Ａ）
平成24年度

千円

正規職員従事人数
延べ業務時間

項目

人

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

活動指標（事務
事業の活動量を表す
指標）

件

（決算）
平成23年度
（決算）

11

項目

①

千円

千円

千円

％

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円 0 0 0 0

②

③

④

手段

対象

意図

結果

政策経営課

黒澤重徳

所属課政策経営部

財政係

8

0 0

平成25年度

事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

款
地方財政法、地方公共団体の財政の健全化に関する法律法令根拠

課長名

項 目

所属部

所属係

単年度繰返

5 推進体制

施策31　健全な財政運営

前年度と同様

千円

千円

千円

対象指標（対象
の大きさを表す指標）

成果指標（対象
における意図の達成
度を表す指標）

0
0

00000
05,200

起債充当事業
地方債現在高

11 14

4,2001,6756,850

0 0 0 0

％

上位成果指標
（結果の達成度を表
す指標）

（決算）（決算）

延べ業務時間

0
0
0

0
0
0

起債事務

％

0 0
0 0

人に係るコスト計（Ｆ）

正規職員人件費計（Ｃ）

0 0

00000
0 0 0 0
0 0 0 0

・適正な起債による財源充当をし、事業の進捗と世代間の財政負担の公平を図る。
・当該年度に行った繰上償還・借換えによる公債費の削減

1,433,149 1,406,812 1,382,700 1,257,607

・起債の借入事務
・元利償還金の支払事務

市の財政（一般、特別会計）が、自律した財政運営になる

1,243,800 505,500 870,000 3,150,200

0

14,857,34913,956,03713,500,838

0 0 0

0

000

0

00
0 0

1,635,861 1,591,552

0

0 0

千円

千円

千円

％

千円

（決算）（Ａ）

✔

1,593,2271,642,711

1,545,340

1,549,540

1,403,885

01,409,085

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

77,786 77,786 77,786 77,786

077,78677,78677,78677,786

95% 95% 95% 94% #DIV/0!
0-1,331,299-1,471,754-1,515,441-1,564,925

人に係るコスト

補助費等
繰出金
その他

再任用職員従事人数

移転支出的なコスト

移転支出的なコスト計（Ｈ）

その他
その他

扶助費

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数
延べ業務時間

嘱託職員人件費計（Ｅ）

物件費

<0158800>
<0158900>

事業コード

事業期間

支
出
内
訳 維持補修費

収
入
内
訳

収入計（J）

国庫支出金

その他

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

物に係るコスト

物に係るコスト計（Ｇ）

収支差額（K）=(J)-(I)
一般財源投入割合

繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金
都支出金

←実施計画上の重点施
策

重点施策に該当する場合、ここか
ら該当項目を選択してください 公

共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要がある
か、民間や受益者ができる事業か？か
つ、行政が行うとした場合、国・都が行
う事業か、それとも市が行う事業か？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

新たな借り入れに当たり、借入先及び借入方法についてさらなる研究・検討をする必要があるほか、繰上償還の可能性についても検討を要する。

維持 増加

臨時財政対策債等の赤字地方債以外の地方債借入れは、国立市が行う基盤整備や安全対策などの建設事
業費の財源確保のために行うものである。よって、当該事業の内容や他の特定財源の有無について把握して
いる国立市が主体となるべきであり、妥当である。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待
できないのか？

繰上償還・借換等の制度上の問題が解決されれば、成果の向上が期待できる。地方交付税削減の代替措置として制度的
に借り入れざるを得ない臨時財政対策債については、世代間の公平な負担を阻害する制度であり、国の制度設計を是正す
る必要がある。ただし、国立市においては財政状況の改善により借入をしないで対応できている。また、当然のことながら、
借入先の選定を通じて有利な条件で資金調達し、後年度の利子負担を減らす必要がある。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

③ 廃止・休止の成果への影響

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に
役立っているか？)

地方債残高がなく、また新規に借入を行う事業がなく、かつ償還する元金・利子が無くなった場合は、当然本事業は見直し対象となる。

起債事務については、その必要性・妥当性を市民に理解いただくとともに、赤字地方債に頼らない財政運営を心がける必要がある。

効
率
性
評
価

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確
保余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

借入の際、より有利な条件の相手先から借り入れる事等により、事業費を削減できることができる余地がある。

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

コスト
削減

維
持

低
下

ここ数年では、新規の起債を抑制しているとともに、高利率の借入の償
還が進んでいる。また、平成25年度に続き、平成26年度も臨時財政対
策債の借入は行わないこととした。

(4) 改革・改善による期待成果

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化
余地

事業の内容が一部の受益者に偏って
いて不公平ではないか？受益者負担
が公平・公正になっているか？

事業債については、適正規模の計画的な借り入れをしている限り、償還は長期にわたるため、世代間の公平
な負担となる。しかし赤字地方債の借入れは、後の世代の税を先に使うことに等しいため、臨時かつ例外に留
める必要がある。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

事務事業名

政策名

施策名

× ×

予算科目

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

借入件数により多少の増減はあるが、財務事務の適正な執行確保のためには、やり方工夫の余地は非常に
少ない。また、市の各組織にまたがる事業・財政・財務会計システムに関する一定の知識が必要であり、予算
編成から一貫して従事する必要があるため、嘱託員等の活用や外部委託化も困難である。

一般会計での起債事務は政策経営課でしか行っていない。

×

国や都、金融機関との調整があることから、起債事務を行う職員は借り入れに関する専門知識が必須である。
（解決策）金融機関等の実施する外部研修等に参加することにより、専門知識を深める。

起債を行わない場合、各年度に収入される一般財源だけでは実施できる事業が限られてしまうため、中長期
的な視野での計画的な行政執行が困難となる。

○

うち委託料

新たに起債する場合は、借り入れ条件の検討を十分行うとともに、赤字地方債に頼らない財政運営を心がける必
要がある。

向
上



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】

№

会計
一般 0 2 0 1 0 5 0 1 0 5 2 0 0

 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO）  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
① 手段（主な活動）  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】
平成26年度の実績（平成26年度に行った主な活動） ✔  他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

平成27年度の事業計画（平成27年度に計画している主な活動）

② 対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③ 意図（この事業によって、対象をどう変えるのか）  事業費削減（歳入確保）余地がある⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  事業費削減（歳入確保）余地がない⇒【以下に理由を記入】

④ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

✔  削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア ✔  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) １次評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 ✔ 見直し余地あり

③ 効率性 適切 ✔ 見直し余地あり

④ 公平性 適切 ✔ 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可
廃止 休止 事業統廃合・連携 ✔ 事業のやり方改善（有効性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）

✔ 事業のやり方改善（効率性改善）　 ✔ 事業のやり方改善（公平性改善）　

現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策

(6) ＜目標達成基準，見直し・廃止基準＞この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？

寄附事務は年末年始に業務が集中するが、この時期は予算編成事務と重なってしまっている。
（解決策）業務全般を外部委託する。

国立市に寄附をしたいと申し出た方の受付窓口が無くなることとなり、影響がある。

うち委託料

さらに魅力ある寄附金制度を検討する。
税法に関わることであり、急激に寄附金額が伸びている中でも、正確・確実な事務が求められている。
業務の安定化を図るとともに、コスト削減の可能性についても模索していく。

向
上 ○

事務事業名

政策名

施策名

× ×

予算科目

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

寄附事務は年末年始に業務が集中するが、この時期は予算編成事務と重なるため、時間外勤務が増えてし
まった。事務委託化などの方法で人件費を削減する余地はある。

寄附は地方公共団体単位で受け付けるものであり、他に手段はない。

×
維
持

低
下

様々な積極策の効果により、寄附金額は大幅増となった。しかしなが
ら、他市においてもふるさと納税制度の活用が進んでおり、今後も引き
続き、魅力ある寄附金制度を検討・実施していく必要がある。

(4) 改革・改善による期待成果

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化
余地

事業の内容が一部の受益者に偏って
いて不公平ではないか？受益者負担
が公平・公正になっているか？

全国的なPRが十分とは言えない状況である。さまざまな方法で情報発信を行っていく必要がある。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

地方自治体への寄附が禁止された場合は廃止となる。

ふるさと納税制度が成熟してくるなかで、他市に比べて魅力的なメニューをいかに提供し続けることができるかが課題である。

効
率
性
評
価

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確
保余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

特典品発送や手数料、郵送料などは寄附件数が増えることに伴い増となってしまうことから、制度上事業費を
削減することは難しい。

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

コスト
削減

ふるさと納税制度は地方公共団体に対する寄附のことであることから、当然行政が行わなければならない事
務である。また、寄附を受けた地方公共団体が寄附金受領証明書を寄附者へ発行する必要があることから、
国立市が行うべき事務である。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待
できないのか？

他市においてもふるさと納税制度の活用が進んでおり、今後も引き続き、魅力ある寄附金制度を検討・実施し
ていく必要がある。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

③ 廃止・休止の成果への影響

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に
役立っているか？)

←実施計画上の重点施
策

重点施策に該当する場合、ここか
ら該当項目を選択してください 公

共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要がある
か、民間や受益者ができる事業か？か
つ、行政が行うとした場合、国・都が行
う事業か、それとも市が行う事業か？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

平成26年2月から特典品付与を開始したが、ＰＲがまだ十分とは言えない状態である。様々な媒体を通じた情報発信を行っていく必要がある。

維持 増加

収支差額（K）=(J)-(I)
一般財源投入割合

繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金
都支出金

維持補修費

収
入
内
訳

収入計（J）

国庫支出金

その他

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

物に係るコスト

物に係るコスト計（Ｇ）

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数
延べ業務時間

嘱託職員人件費計（Ｅ）

物件費

事業コード

事業期間

支
出
内
訳

移転支出的なコスト

移転支出的なコスト計（Ｈ）

その他
その他

扶助費

0-13,374-15,982-5,415-2,500

人に係るコスト

補助費等
繰出金
その他

再任用職員従事人数

00000

100% 100% 100% 100% #DIV/0!

0 0 0 0

0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0

013,374

0

15,982

✔

5,4152,500

千円

千円

千円

千円

（決算）（Ａ）

0 0

0

0 0

0

000

6,647

00
0 0

11,216 50,555

1,931

0 0 0 0

4,742 72,500

70 57 149

57 14,775 69,589 1

寄附者の意向に沿った事業が実施できる

くにたち未来寄附の随時受付。

　市の財政（一般、特別会計）が、自律した財政運営になる

0 0 0 0
0 0 0 0

07,1547,3627150

0 0

寄附事務

％

7,362 7,154
6,598 6,696

人に係るコスト計（Ｆ）

正規職員人件費計（Ｃ）

0
0
0

715
620
0

0 0 80 80

％

上位成果指標
（結果の達成度を表
す指標）

（決算）（決算）

延べ業務時間

00
06,220

市民、事業者、国立市に関心のある他市の住民・事業者から寄せられた寄附

1,748 2,000

8,6204,7002,500
120
80

0120120

前年度と同様

千円

千円

千円

対象指標（対象
の大きさを表す指標）

成果指標（対象
における意図の達成
度を表す指標）

課長名

項 目

所属部

所属係

単年度繰返

5 推進体制

施策31　健全な財政運営

事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

款 地方自治法施行規則、地方税法、くにたち未来基金条
例、くにたち未来寄附金の取り扱いに関する要綱

法令根拠

政策経営課

黒澤重徳

所属課政策経営部

財政係

245

1 1

平成25年度

②

③

④

手段

対象

意図

結果

千円

千円 0 0 0 0

千円

千円

千円

千円

％

千円

千円

千円

千円

活動指標（事務
事業の活動量を表す
指標）

件

（決算）
平成23年度
（決算）

5

項目

①

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

（決算）（Ａ）
平成24年度

千円

正規職員従事人数
延べ業務時間

項目

人

千円

時間

人

千円

時間

人

00
0 0

3,920

0 0 0 0
000

0000
06,1008,5004,7002,500

1,220時間

-10,567
0

0
0
0

3 5 5
500 940 1,700

3,800

10,567

平成27年度
（当初予算)

平成26年度
（決算見込み)（Ｂ）

（Ｂ）-（Ａ）（目標値)（当初予算)（決算見込み)（Ｂ）

1

地方自治体への寄附は過去から行われていたが、平成20年度に
「ふるさと納税制度」が開始されたことを受け、国立市では平成23年
度より「くにたち未来寄附制度」を整備し、本格的な寄附受付を行うと
ともに、HP等で積極的なPRをスタートした。
また、旧国立駅舎再築のための財源確保という観点からも、積極的
なPRを行っている。

ふるさと納税制度が創設されたことを受け、国立市でも関係条例等を整備し、平成23年10月1日より、くにたち未来
寄附制度をスタートした。平成26年2月1日からは、寄附メニューに「旧国立駅舎再築のために」を追加するとともに、
寄附金額に応じ、特典品を贈呈する形に変更した。

（業務の内容）
　１．寄附についての相談（制度の概要、寄附方法）
　２．寄附申込書の受領　→　寄附金納入手続き　→　寄附金受領証明書の発行
　３．寄附情報の公表（市報、ホームページ）
　４．補正予算計上　→　くにたち未来基金への積立て
　５．寄附者の意向に沿った事業に充当

事務事業の概要（事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述） この事業を開始した経緯（いつ、どのような経緯で開始したか）

成
果

差額
（Ｂ）-（Ａ）

目標年度
（目標値)

名称 単位

差額
単位

平成23年度 平成24年度 平成25年度

寄附件数

寄附金額（指定寄附金）

くにたち未来基金への積立額

事業への充当額

旧国立駅舎再築のために寄せられた寄附金額

経常収支比率（赤字地方債を分母に含めない）

自主財源比率

平成26年度 平成27年度 目標年度

760
5

0
0
0
0

0
5,978
6,647

0
0
0

0
0
0
0
0



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】

№

会計
一般 0 2 0 1 0 5 0 1 0 3 0 0 0

 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO） ✔  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
① 手段（主な活動） ✔  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】
平成26年度の実績（平成26年度に行った主な活動）  他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

平成27年度の事業計画（平成27年度に計画している主な活動）

② 対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③ 意図（この事業によって、対象をどう変えるのか）  事業費削減（歳入確保）余地がある⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  事業費削減（歳入確保）余地がない⇒【以下に理由を記入】

④ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移 ✔  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) １次評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 ✔ 見直し余地あり

③ 効率性 ✔ 適切 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可
廃止 休止 事業統廃合・連携 ✔ 事業のやり方改善（有効性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）
事業のやり方改善（効率性改善）　 事業のやり方改善（公平性改善）　

現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策

(6) ＜目標達成基準，見直し・廃止基準＞この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？

・予算のヒアリングの際は、単純な数字のチェックだけでなく、事業の背景や必要性、今後の方向性なども交えた議論を行う必要がある。
（解決策）財政係・政策経営係が連携し、時間をかけてヒアリングを実施する。また、現場で状況確認を行いながら議論を進める。

財政事務を行わないことは、歳入歳出ともに予算編成・執行できないことを意味することから、市の事務事業を
全く行うことができないことにつながり、市民への影響は計り知れないものとなる。

○

うち委託料

財政事務は年間を通じて業務量が多いが、担当の業務分担を平準化するなどの工夫により負担を減らすととも
に、予算資料等のチェックの精度を高めていく。

向
上

事務事業名

政策名

施策名

× ×

予算科目

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

財政事務の人件費は減少傾向にあるが、これは財政係の事務が多様化したことにより、新たな事務に配分す
る人件費が増えたためである。業務内容の効率化を進めているが、これ以上の削減は難しい。

類似事業として、政策（計画）事業に関する事務を政策経営係で実施している。単純に予算・財政として考えるのであれば、政策事
業も財政係で合わせて調整すべきだが、新規事業実施に当たっては政策判断が重要視されることから、現行体制では統廃合は難
しい。なお、すでに財政・政策経営両係で連携しながら事務を進めているところである。

×
維
持

低
下

平成26年度一般会計補正予算案は8号まであり、資料作成や調整等の
時間に追われた。
当初予算案は、とくに大きな混乱もなく対応できた。

(4) 改革・改善による期待成果

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化
余地

事業の内容が一部の受益者に偏って
いて不公平ではないか？受益者負担
が公平・公正になっているか？

市の予算は、市議会の議決を経て決定しているほか、財政状況についても、市報掲載や財政白書、決算
カード、決算概況等の資料を作成し、市民へ周知しており公平・公正である。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

限られた人員・時間・予算の中で、いかに多くの事務を的確に進めていくかが課題である。

効
率
性
評
価

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確
保余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

最小限の事業費で事務を行っており、これ以上の削減は難しい。

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

コスト
削減

財政事務のうち予算編成については、地方自治法において地方公共団体の長が担任することとと規定されて
おり、また、その内容は市政の根幹にかかわるものであることから、国立市以外が行うことはできない。
その他の事務内容についても国立市に交付される交付税に関する事務や市の決算状況分析等であり、基礎
情報の把握や管理の観点からも、国立市以外が行うことはできない。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待
できないのか？

新年度予算編成にあたっては、担当課ヒアリングを通じた1件査定方式を採っている。年度内に必要とする予
算を配分するよう心がけているが、予算の計上漏れや配分した予算の未執行もみられる。また、執行時期に
ついても適切な時期に執行されていないケースが見受けられることから、引き続き財政規律を高める取り組み
を進めていく。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

③ 廃止・休止の成果への影響

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に
役立っているか？)

←実施計画上の重点施
策

重点施策に該当する場合、ここか
ら該当項目を選択してください 公

共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要がある
か、民間や受益者ができる事業か？か
つ、行政が行うとした場合、国・都が行
う事業か、それとも市が行う事業か？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

全庁的な財政規律を高める努力は常に行う必要がある。

維持 増加

収支差額（K）=(J)-(I)
一般財源投入割合

繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金
都支出金

維持補修費

収
入
内
訳

収入計（J）

国庫支出金

その他

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

物に係るコスト

物に係るコスト計（Ｇ）

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数
延べ業務時間

嘱託職員人件費計（Ｅ）

物件費

事業コード

事業期間

支
出
内
訳

移転支出的なコスト

移転支出的なコスト計（Ｈ）

その他
その他

扶助費

0-21,353-23,023-26,028-40,063

人に係るコスト

補助費等
繰出金
その他

再任用職員従事人数

00000

100% 100% 100% 100% #DIV/0!

0 0 0 0

0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0

021,353

0

23,023

✔

26,02840,063

千円

千円

％

（決算）（Ａ）

0 0

0

0 0

0

000

-2,605

00
0 0

99

0 0 0 0

26,563,10325,660,70528,820,000

97.2 96.7 99.1

26,951,53326,157,81429,072,00029,919,000

予算（事業費及び財源）について、各事務事業に適切な額が配当されるとともに、適
切な時期に執行される。

予算編成事務（9月～2月）、決算統計事務（6月～7月）、財政事情報告事務（4月19日・9月30日・1月23日）、予算執行管理事務（4月～3月）、地方交付税事務（4月～2月）

　市の財政（一般、特別会計）が、自律した財政運営になる。

0 0 0 0
0 0 0 0

01,2135,3737,9787,763

0 0

財政事務

％

5,373 1,213
2,126 709

人に係るコスト計（Ｆ）

正規職員人件費計（Ｃ）

7,763
2,067
0

7,978
2,067
0

0 0 0 0

％

上位成果指標
（結果の達成度を表
す指標）

（決算）（決算）

延べ業務時間

00
020,140

市の予算・事務事業

8 4

17,65018,05032,300
0
0

000

前年度と同様

千円

千円

千円

対象指標（対象
の大きさを表す指標）

成果指標（対象
における意図の達成
度を表す指標）

課長名

項 目

所属部

所属係

単年度繰返

5 推進体制

施策31　健全な財政運営

事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

款 地方自治法、地方財政法、地方交付税法、地方公共団体の財政の健全化に関す
る法律、国立市予算事務規則、国立市支出負担行為手続規則法令根拠

政策経営課

黒澤重徳

所属課政策経営部

財政係

13

0 0

平成25年度

②

③

④

手段

対象

意図

結果

千円

千円 0 0 0 0

千円

千円

千円

千円

％

千円

千円

千円

千円

活動指標（事務
事業の活動量を表す
指標）

号

（決算）
平成23年度
（決算）

9

項目

①

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

（決算）（Ａ）
平成24年度

千円

正規職員従事人数
延べ業務時間

項目

人

千円

時間

人

千円

時間

人

00
0 0

-400

0 0 0 20
0400

1000
020,10017,65018,05032,300

4,020時間

3,005
0

0
0
0

5 5 5
6,460 3,610 3,530

-400

-3,005

平成27年度
（当初予算)

平成26年度
（決算見込み)（Ｂ）

（Ｂ）-（Ａ）（目標値)（当初予算)（決算見込み)（Ｂ）

29,619,810

現行法に限定すると、昭和22年に地方自治法が制定されたことによ
り、予算編成事務を行うこととなった。

地方交付税制度は、地方団体の財源の均衡化を図り、地方行政の
計画的な運営を保障することにより、地方自治の本旨の実現に資す
るとともに、地方団体の独立を強化することを目的とした地方交付税
法（旧地方財政平衡交付金法）に基づき、昭和25年より始まった。

財政事務の主な内容は①予算編成事務、②決算統計事務、③財政事情報告事務、④予算執行管理事務、⑤地方交付税事務である。1
年間を通じ適切にこれら事務処理を進める。
①予算編成事務　当初予算：毎年9月末に予算編成要領を作成し、課長連絡会及び予算担当者説明会を開催→担当課より提出された予
算見積書のヒアリングを10月末以降に実施→集計結果について理事者調整のうえ庁議集約し、予算案を庁内に内示→国・都の制度変
更・緊急事案等を再調整→再度政策経営部を経て理事者と調整後庁議確認、予算査定通知送付→議会提出議案として予算案(予算書)
作成→議会へ予算案送付、議決後各部へ予算を配当・公表　補正予算：各部見積もり→政策経営部調整→理事者査定→議案(予算書)
作成→議決後公表
②決算統計事務：地方財政状況調査を作成し、東京都を経由し総務省に報告する。
③財政事情報告事務：市の財政状況について、例年4月、10月、2月に東京都へ調査票を提出し、ヒアリングを受ける。
④予算執行管理事務：予算執行方針に基づき、計画的、効率的に予算を執行管理する。
⑤地方交付税事務：地方交付税（普通交付税）の交付・不交付判定のため、交付税算出資料を作成する。また、特別交付税についても基
礎資料等の作成を行う。

事務事業の概要（事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述） この事業を開始した経緯（いつ、どのような経緯で開始したか）

成
果

差額
（Ｂ）-（Ａ）

目標年度
（目標値)

名称 単位

差額
単位

平成23年度 平成24年度 平成25年度

一般会計補正予算数

一般会計決算額（歳入）

一般会計決算額（歳出）

一般会計予算執行率

経常収支比率（赤字地方債を分母に含めない）

自主財源比率

平成26年度 平成27年度 目標年度

-80
6

0
0
0
0

0
59

-2,605

0
0
0

0
0
0
0
0



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】

№

会計
一般 1 2 0 1 0 1 0 1 5 9 0 0 0

 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO）  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
① 手段（主な活動）  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】
平成26年度の実績（平成26年度に行った主な活動） ✔  他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

平成27年度の事業計画（平成27年度に計画している主な活動）

② 対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③ 意図（この事業によって、対象をどう変えるのか） ✔  事業費削減（歳入確保）余地がある⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
 事業費削減（歳入確保）余地がない⇒【以下に理由を記入】

④ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移 ✔  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) １次評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 ✔ 見直し余地あり

③ 効率性 適切 ✔ 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可
廃止 休止 事業統廃合・連携 ✔ 事業のやり方改善（有効性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）

✔ 事業のやり方改善（効率性改善）　 事業のやり方改善（公平性改善）　

現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策

(6) ＜目標達成基準，見直し・廃止基準＞この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？

基金に積み増すための財源の確保
（解決策）寄附金等による歳入の確保と歳出予算の抑制

地方財政法で義務付けられている財政調整基金を除き、条例設置した基金を廃止した場合は年度間調整の
手立てが減ることとなり、影響が大きい。

○

うち委託料

今後も基金の活用を進めるとともに、将来に備えた基金への積み増しも進める。 向
上

事務事業名

政策名

施策名

× ×

予算科目

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

最低限の人件費で行っており、削減余地がない。

一般会計における基金の管理運営事務は本事業のみである。

×
維
持

低
下

引き続き適切な管理運用を行った。活用面については、未活用だった青
少年育英基金の活用を進めたほか、RHグローバル人材育成基金の活
用も行った。今後は、公共施設の再編に向け、公共施設整備基金への
定期的な積み立てを進める。

(4) 改革・改善による期待成果

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化
余地

事業の内容が一部の受益者に偏って
いて不公平ではないか？受益者負担
が公平・公正になっているか？

基金はすべて法律や条例に基づいて設置しており、公平・公正である。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

設置しているすべての基金が適切に管理運用され活用されている状態となれば、目標達成されたと考える。

基金の運用方法については、さらなる研究が必要である。

効
率
性
評
価

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確
保余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

基金の運用方法については、さらなる研究が必要である。

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

コスト
削減

市の設置した基金については市が責任を持って管理・運営を行うべきであり、市が行うことは妥当である。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待
できないのか？

基金の運用・活用では、柔軟な発想が必要な面がある。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

③ 廃止・休止の成果への影響

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に
役立っているか？)

←実施計画上の重点施
策

重点施策に該当する場合、ここか
ら該当項目を選択してください 公

共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要がある
か、民間や受益者ができる事業か？か
つ、行政が行うとした場合、国・都が行
う事業か、それとも市が行う事業か？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

基金の運用・活用では、柔軟な発想が必要な面がある。

維持 増加

収支差額（K）=(J)-(I)
一般財源投入割合

繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金
都支出金

維持補修費

収
入
内
訳

収入計（J）

国庫支出金

その他

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

物に係るコスト

物に係るコスト計（Ｇ）

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数
延べ業務時間

嘱託職員人件費計（Ｅ）

物件費

事業コード

事業期間

支
出
内
訳

移転支出的なコスト

移転支出的なコスト計（Ｈ）

その他
その他

扶助費

0-111,685-500,599-687,954-676,984

人に係るコスト

補助費等
繰出金
その他

再任用職員従事人数

00000

100% 100% 100% 100% #DIV/0!

0 0 0 0

0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

108,985

0111,685

497,399

500,599

✔

687,954676,984

千円

（決算）（Ａ）

674,134 685,279

0

0 0

0

000

0

00
0 0
0 0 0 0

4,232,181 4,918,251 4,474,586 3,923,390

基金を適切に管理し、活用する

・基金への積み立て、利子積立

　市の財政（一般、特別会計）が、自律した財政運営になる

0 0 0 0
0 0 0 0

00000

0 0

基金管理事務

％

0 0
0 0

人に係るコスト計（Ｆ）

正規職員人件費計（Ｃ）

0
0
0

0
0
0

0 0 0 0

％

上位成果指標
（結果の達成度を表
す指標）

（決算）（決算）

延べ業務時間

00
02,700

市が条例設置した基金

11 11

3,2002,6752,850
0
0

000

前年度と同様

千円

千円

千円

対象指標（対象
の大きさを表す指標）

成果指標（対象
における意図の達成
度を表す指標）

課長名

項 目

所属部

所属係

単年度繰返

5 推進体制

施策31　健全な財政運営

事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

款
地方自治法、地方財政法、各基金設置条例法令根拠

政策経営課

黒澤重徳

所属課政策経営部

財政係

11

0 0

平成25年度

②

③

④

手段

対象

意図

結果

千円

千円 0 0 0 0

千円

千円

千円

千円

％

千円

千円

千円

千円

活動指標（事務
事業の活動量を表す
指標）

本

（決算）
平成23年度
（決算）

10

項目

①

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

（決算）（Ａ）
平成24年度

千円

正規職員従事人数
延べ業務時間

項目

人

千円

時間

人

千円

時間

人

00
0 0

525

0 0 0 0
000

0000
02,7003,2002,6752,850

540時間

187,355
0

-187,880
0
0

3 5 5
570 535 640

525

-187,355

平成27年度
（当初予算)

平成26年度
（決算見込み)（Ｂ）

（Ｂ）-（Ａ）（目標値)（当初予算)（決算見込み)（Ｂ）

特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の
資金を運用するため、各基金を設置している。（地方自治法第241
条）

市が設置している以下の基金について、個別条例に基づき適切に管理する。

基金積立て、基金取り崩し及び運用に伴う基金利子積立て

・財政調整基金　　　・職員退職手当基金　　・公共施設整備基金　　・青少年海外派遣基金　・高齢者福祉基金
・鉄道連続立体交差化整備基金　　　・母子家庭等の自立及び事立ち支援基金
・道路及び水路の整備基金　　・企業誘致促進基金　　・くにたち未来基金　　・ＲＨグローバル人材育成基金

事務事業の概要（事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述） この事業を開始した経緯（いつ、どのような経緯で開始したか）

成
果

差額
（Ｂ）-（Ａ）

目標年度
（目標値)

名称 単位

差額
単位

平成23年度 平成24年度 平成25年度

基金数（一般会計）

年度末基金残高

経常収支比率（赤字地方債を分母に含めない）

自主財源比率

平成26年度 平成27年度 目標年度

105
5

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】

№

会計
一般 0 2 0 1 0 5 0 1 0 3 0 0 0

 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO） ✔  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標 ✔  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
① 手段（主な活動）  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】
平成26年度の実績（平成26年度に行った主な活動）  他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

平成27年度の事業計画（平成27年度に計画している主な活動）

② 対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③ 意図（この事業によって、対象をどう変えるのか） ✔  事業費削減（歳入確保）余地がある⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
 事業費削減（歳入確保）余地がない⇒【以下に理由を記入】

④ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移 ✔  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) １次評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 ✔ 見直し余地あり

③ 効率性 適切 ✔ 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可
廃止 休止 事業統廃合・連携 ✔ 事業のやり方改善（有効性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）

✔ 事業のやり方改善（効率性改善）　 事業のやり方改善（公平性改善）　

現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策

(6) ＜目標達成基準，見直し・廃止基準＞この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？

新公会計制度運用に係る職員の情報共有と対外的な活用
（解決策）
引き続き庁内の検討組織を活用する。事業コスト計算や行政評価システムへの活用等により、分かりやすい財務情報を市民に周知していく。

総務省からの要請に応えられないこととなり、影響がある。また、今後の公共施設等のマネジメントへの活用
や他市との比較可能性の確保などもできなくなる。

うち委託料

市としての方向性はすでに固まっていることから、今後は国からの情報をもとに、より効率的な方法でシステム構
築など必要な措置を講じていく。

向
上 ○

事務事業名

政策名

施策名

× ×

予算科目

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

現在は制度の導入段階であり、最小限の人員で行っていることから、削減の余地はない。

「財政事務」「会計事務」があるが、現行の財務会計とこの事務事業で取り扱う新公会計制度とは仕組み自体
が異なるので統合はできない。しかしながら、両会計制度が連携しながら透明性の高い財政運営を進めてい
く必要がある。

×
維
持

低
下

・東京都などの主催する研修に積極的に参加するなどし、新地方公会計
制度の動向を早めに把握できた。
・固定資産台帳整備についても、繰越明許の活用により他市より早く取
り組むことができた。
・これまでの全庁的な検討体制を踏まえ、引き続き制度導入に向けた取
り組みを全庁で進めていく。

(4) 改革・改善による期待成果

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化
余地

事業の内容が一部の受益者に偏って
いて不公平ではないか？受益者負担
が公平・公正になっているか？

全庁的な議論を踏まえ、制度の導入準備を行っており、公平・公正である。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

新公会計制度に基づく会計システムが構築され、適切に運用された状態となったとき。

他市の取り組みなども比較検討する中で、より効率的効果的な方法で新公会計制度の導入を進めていく必要がある。

効
率
性
評
価

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確
保余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

制度導入に向けた初期投資費用が主であり、契約差金等で事業費が削減できる余地はある。

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

コスト
削減

地方自治体の会計制度（公会計制度）に関することであり、精通している行政が行うべきである。
国や都からは全体的な方向性や助言を示してもらうことや技術的な支援はあるが、実施主体はあくまで国立
市である。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待
できないのか？

現在は導入段階であり、整備が完了するまでは常に成果の向上を目指していく必要がある。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

③ 廃止・休止の成果への影響

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に
役立っているか？)

←実施計画上の重点施
策

法やルールを守るとともに、堅実な
財政運営を行う（行財政改革） 公

共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要がある
か、民間や受益者ができる事業か？か
つ、行政が行うとした場合、国・都が行
う事業か、それとも市が行う事業か？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

新規事業であり、かつ全庁的にかかわる事業であることから、要所要所で情報共有化を図り、遅滞なく進めていく必要がある。

維持 増加

収支差額（K）=(J)-(I)
一般財源投入割合

繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金
都支出金

維持補修費

収
入
内
訳

収入計（J）

国庫支出金

その他

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

物に係るコスト

物に係るコスト計（Ｇ）

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数
延べ業務時間

嘱託職員人件費計（Ｅ）

物件費

事業コード

事業期間

支
出
内
訳

移転支出的なコスト

移転支出的なコスト計（Ｈ）

その他
その他

扶助費

0-10,328-6,522-6,5790

人に係るコスト

補助費等
繰出金
その他

再任用職員従事人数

00000

#DIV/0! 100% 100% 100% #DIV/0!

0 0 0

0
0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0

0

010,328

0

6,522

✔

✔

6,5790

会計

件

回

回

件

（決算）（Ａ）

0

0

0 0

0

521550

-4

00
0

1,339

0 0 0

1

5 5 5

市民に分かりやすく、より透明性の高い会計となるとともに、さまざまな活用が図られ
る。

9

・「地方公会計制度改革推進本部」「地方公会計制度改革検討委員会」「地方公会計制度改革検討部会」の開催
・「国立市地方公会計制度改革推進に関する検討報告書」の提出（平成26年7月）

　市の財政（一般、特別会計）が、自律した財政運営になる

0 0 0
155 52 0

04,14870740

0 0

新地方公会計制度推進事業

％

70 4,148
0 4,148

人に係るコスト計（Ｆ）

正規職員人件費計（Ｃ）

74
0
0

0 0 0

％

上位成果指標
（結果の達成度を表
す指標）

（決算）（決算）

延べ業務時間

00
06,180

国立市一般会計・特別会計

6,4006,3500
0
0

000

・検討報告書の方向性にもとづく導入準備
・固定資産台帳の整備（繰越明許予算）
・各種情報収集

千円

千円

千円

対象指標（対象
の大きさを表す指標）

成果指標（対象
における意図の達成
度を表す指標）

課長名

項 目

所属部

所属係

単年度繰返

5 推進体制

施策31　健全な財政運営

事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

款
国立市地方公会計制度改革推進本部設置要綱法令根拠

平成25

政策経営課

薄井　敏男

所属課政策経営部

財政係

3

0 0

平成25年度

②

③

④

手段

対象

意図

結果

千円

千円 0 0 0

千円

千円

千円

千円

％

千円

千円

千円

千円

活動指標（事務
事業の活動量を表す
指標）

回

（決算）
平成23年度
（決算）

項目

①

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

（決算）（Ａ）
平成24年度

千円

正規職員従事人数
延べ業務時間

項目

人

千円

時間

人

千円

時間

人

00
0

50

0 0 140
02800

100
05,9006,4006,3500

1,180時間

57
0

0
0

-103

6 3
1,270 1,280

50

-57

平成27年度
（当初予算)

平成26年度
（決算見込み)（Ｂ）

（Ｂ）-（Ａ）（目標値)（当初予算)（決算見込み)（Ｂ）

1,339

総務省が平成18年5 月に「新地方公会計制度研究会報告書」、平成19年10
月に「新地方公会計制度実務研究会報告書」を公表し、地方公会計の準拠
すべき指針である、総務省方式改訂モデル、基準モデルが示された。多くの
地方自治体がこれらのモデルによる財務諸表を作成し、新地方公会計の整
備を進める一方で、東京都のように独自のモデルを導入して財務諸表を作成
する自治体もあった。
平成25年8 月、総務省「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」は、中
間とりまとめを公表し、地方公会計について統一的な基準を定め、複式簿記・
発生主義の導入を図るべきという方向性を示したことから、国立市における方
向性を検討することとし、「地方公会計制度改革推進本部」等を立ち上げた。

現在、国立市の財務諸表は、「総務省方式改訂モデル」により策定しているが、平成25年8月には総務省「今後の新
地方公会計の推進に関する研究会」から中間とりまとめが提出され、また、同月に市長に提出された財政改革審議
会最終答申においても複式簿記の導入についての提言を頂いている。これらを受け、国立市においても公会計制
度改革に積極的に取り組んでいくこととし、「地方公会計制度改革推進本部」「地方公会計制度改革検討委員会」
「地方公会計制度改革検討部会」を立ち上げた。平成26年7月に地方公会計制度改革推進本部から「国立市地方
公会計制度改革推進に関する検討報告書」が提出され、当面は、期末一括仕訳による「統一モデル」を採用する方
針とし、その導入に向けた準備を進めることとした。平成27年1月23日には、総務大臣より、「統一的な基準による地
方公会計の整備促進について」が発出され、統一的な基準に基づく財務諸表の作成を平成29年度まで行うこととさ
れている。

事務事業の概要（事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述） この事業を開始した経緯（いつ、どのような経緯で開始したか）

成
果

差額
（Ｂ）-（Ａ）

目標年度
（目標値)

名称 単位

差額
単位

平成23年度 平成24年度 平成25年度

検討委員会・部会開催回数

PT開催回数

国立市の会計数

固定資産の件数

検討結果報告書の提出回数

台帳に正しく計上・更新できた固定資産の件数

経常収支比率（赤字地方債を分母に含めない）

自主財源比率

平成26年度 平成27年度 目標年度

10
3

0
0

-103
0

0
0
-4

0
0
0

0
0
0
0
0



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
11  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】
5
№
31
会計

一般 0 2 0 1 0 9 0 1 0 5 1 0 0
 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO） ✔  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標 ✔  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
① 手段（主な活動）  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】
平成26年度の実績（平成26年度に行った主な活動）  他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

平成27年度の事業計画（平成27年度に計画している主な活動）

② 対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③ 意図（この事業によって、対象をどう変えるのか）  事業費削減（歳入確保）余地がある⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  事業費削減（歳入確保）余地がない⇒【以下に理由を記入】

④ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移 ✔  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) １次評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 ✔ 見直し余地あり

③ 効率性 ✔ 適切 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可
廃止 休止 事業統廃合・連携 ✔ 事業のやり方改善（有効性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）
事業のやり方改善（効率性改善）　 事業のやり方改善（公平性改善）　

現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策

(6) ＜目標達成基準，見直し・廃止基準＞この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？

予算が編成されない場合、当初予算の執行ができなくなり、住民生活に多大な影響が生じる。
また、実施計画が策定されない場合、事業実施に向けた計画的な行政ができなくなり、的確な行財政計画が
ない状況では、時代に即応した事業展開ができなくなる。

○

うち委託料

各課ヒアリングや理事者調整の際に的確な事業把握と簡潔明瞭な説明ができるよう係員各自が能力向上を図
る。

向
上

事務事業名

政策名

施策名

× ×

予算科目

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

平成24年度から各課提出の実施計画帳票を見直し、各課と政策経営課のヒアリング時の効率化を図った。事
業内容や実施目的などについて的確な把握し、説明能力など係員が常に自身の能力向上させるよう努力を
していく必要がある。本事業に係る業務時間の削減余地はほとんどない。

現在でも連携しているが、財政係の予算編成事務（経常予算）と引き続き連携を行っていく必要がある。

×
維
持

低
下

　本事業は、毎年度取り組んでいる実施計画の策定業務であるが、各課
ヒアリングや理事者調整の際に的確な事業把握と簡潔明瞭な説明ができ
るように取り組んでいく必要がある。
　また、各課からの提出事業数が多くなっている現状から、政策事業と経
常事業の基準等を明確にし、重点事業の精査に注力できる仕組みを考
えていく必要がある。

(4) 改革・改善による期待成果

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化
余地

事業の内容が一部の受益者に偏って
いて不公平ではないか？受益者負担
が公平・公正になっているか？

各課より提出のあったすべての事業について、内容を確認し採否の判断を行っていることから、公平・公正で
ある。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

　毎年度、実施計画策定にあたり、実施している事務であることから、計画的な行政運営のためには必要な事業であり、本事務事業の廃止することは
ない。

実施計画の策定は、係内、部内、理事者と度重なる調整を行うなかで決定されていくものであることから、各係員が事業内容を的確に把握する能力
や説明する能力、分析・提案する能力などが求められる。そのため、各係員が常に自己の能力向上を図る必要がある。

効
率
性
評
価

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確
保余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

本事業における事業費はないので、事業費削減の余地はない。

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

コスト
削減

市の予算を理事者等と調整を行いながら編成していく事務であり、行政が主体的に行う以外の方法はない。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待
できないのか？

よりよい予算編成・実施計画策定を行うためには、理事者の政策の方向性を政策経営係員が的確に把握しな
がら集中的に審議し、施策の目標達成に効率的な事業採択を行い策定することが求められている。事業に関
する知識や事例の研究など事業の採否を決定していくためには、係員の調整能力の向上を常に図っていく必
要がある。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

③ 廃止・休止の成果への影響

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に
役立っているか？)

←実施計画上の重点施
策

重点施策に該当する場合、ここか
ら該当項目を選択してください 公

共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要がある
か、民間や受益者ができる事業か？か
つ、行政が行うとした場合、国・都が行
う事業か、それとも市が行う事業か？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

政策事業として要求が多く出されている現状があるので、市の目指す方向を見失うことなく重点的に予算をかけて実施するべき事業の精査をしっかり
と行っていく必要がある。

維持 増加

収支差額（K）=(J)-(I)
一般財源投入割合

繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金
都支出金

維持補修費

収
入
内
訳

収入計（J）

国庫支出金

その他

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

物に係るコスト

物に係るコスト計（Ｇ）

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数
延べ業務時間

嘱託職員人件費計（Ｅ）

物件費

事業コード

事業期間

支
出
内
訳

移転支出的なコスト

移転支出的なコスト計（Ｈ）

その他
その他

扶助費

0-10,000-10,000-10,000-7,400

人に係るコスト

補助費等
繰出金
その他

再任用職員従事人数

00000

100% 100% 100% 100% #DIV/0!

010,00010,000

✔

10,0007,400

事業

事業

回

事業

（決算）（Ａ）

0
0

000

0

00

- 189 160

148 151 122

193 235 201 200

市民にとって真に必要な政策事業（新規及びレベルアップ事業）を採択することで、
効率的な予算配分ができる。

10 13 12 12

平成27年度～29年度（2015年度～2017年度）実施計画の策定、平成27年度政策予算編成

市の施策及び事務事業が、効果的・効率的に実施される。

00000

実施計画策定事業

％

人に係るコスト計（Ｆ）

正規職員人件費計（Ｃ）

上位成果指標
（結果の達成度を表
す指標）

（決算）（決算）

延べ業務時間

00
010,000

新年度分として要求のあった政策事業数

9 9

10,00010,0007,400
0
0

000

平成28年度～31年度（2016年度～2019年度）実施計画の策定、平成28年度政策予算編成

千円

千円

千円

対象指標（対象
の大きさを表す指標）

成果指標（対象
における意図の達成
度を表す指標）

課長名

項 目

所属部

所属係

単年度繰返

5 推進体制

施策31　健全な財政運営

事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

款
国立市総合基本計画に関する規則（第6条）法令根拠

S44

政策経営課

黒澤　重德

所属課政策経営部

政策経営係

8

平成25年度

②

③

④

手段

対象

意図

結果

千円

千円

千円

千円

千円

千円

％

千円

千円

千円

千円

活動指標（事務
事業の活動量を表す
指標）

回

（決算）
平成23年度
（決算）

8

項目

①

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

（決算）（Ａ）
平成24年度

千円

正規職員従事人数
延べ業務時間

項目

人

千円

時間

人

千円

時間

人

00

0

000

010,00010,00010,0007,400

2,000時間

0
0

0
0
0

5 6 5
1,480 2,000 2,000

0

0

平成27年度
（当初予算)

平成26年度
（決算見込み)（Ｂ）

（Ｂ）-（Ａ）（目標値)（当初予算)（決算見込み)（Ｂ）

(事業の内容）
実施計画は、「365日24時間安心・安全のまちづくり」を実現するために、行財政の均衡と事業の優先度等を精査した具体的な行財
政計画であり、健全な財政運営と効果的・効率的な行政運営に資するために策定するものである。計画期間は３か年であり、毎年
度各部局の要求事業を調整し策定する事業。また、これに並行して実施計画と連動した新年度予算を編成する事務。
（業務の内容）
①「行政経営方針」に基づき、実施計画に計上する政策事業について各課へ募集。②提出のあった事業について、各部局との調
整、政策経営部内の調整、理事者調整を経て、採択候補事業を選定する。③採択候補事業のうち翌年度事業については、予算
編成方針等に基づき、各部局と政策経営課とで、施策内での優先度や市民・他の行政機関等との役割分担等を検討し、事業費の
精査を行ったうえで、政策経営部内の調整、理事者調整を経て、庁議にて当初予算案として付議する。④了承後、各部局へ通知
する。⑤2年目及び3年目の政策事業について、3か年の財源調整表を作成する中で事業の調整を行い、政策経営部内の調整、
理事者調整を経て、庁議にて最終の実施計画案を付議する。　⑦了承後、決裁により決定、各部局へ通知する。

事務事業の概要（事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述） この事業を開始した経緯（いつ、どのような経緯で開始したか）

成
果

差額
（Ｂ）-（Ａ）

目標年度
（目標値)

名称 単位

差額
単位

平成23年度 平成24年度 平成25年度

政策経営部内調整会議

理事者調整会議

要求のあった政策事業数

実施計画事業として調整した政策事業数

実施計画で採択となった政策事業数

施策目標を達成した施策数比率

平成26年度 平成27年度 目標年度

0
5

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
10  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】
5
№
31
会計

一般 0 2 0 1 0 9 0 1 0 5 1 0 0
 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO） ✔  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
① 手段（主な活動） ✔  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】
平成26年度の実績（平成26年度に行った主な活動）  他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

平成27年度の事業計画（平成27年度に計画している主な活動）

② 対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③ 意図（この事業によって、対象をどう変えるのか）  事業費削減（歳入確保）余地がある⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  事業費削減（歳入確保）余地がない⇒【以下に理由を記入】

④ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移 ✔  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) １次評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 ✔ 見直し余地あり

③ 効率性 ✔ 適切 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可
廃止 休止 事業統廃合・連携 事業のやり方改善（有効性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）
事業のやり方改善（効率性改善）　 事業のやり方改善（公平性改善）　

✔ 現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策

(6) ＜目標達成基準，見直し・廃止基準＞この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？

0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

平成26年度 平成27年度 目標年度

-220
4

申請件数

申請交付対象事業費の金額

東京都市町村総合交付金予算計上額

交付事業件数

交付決定額

実質公債費率

自主財源比率 60.1

名称 単位

差額
単位

平成23年度 平成24年度 平成25年度

（事業の内容）
東京都と市町村とが一体となったまちづくりを進めるとともに、地域の将来の発展に向けた課題を解決するために市
町村が取り組むまちづくり事業に対して支援する「東京都市町村総合交付金まちづくり振興割地域特選事業枠」へ
の申請事務。
（業務の内容）
①政策事業を中心に想定事業を摘出
②各部局との調整
③東京都に申請
④東京都ヒアリング を経て、交付予定事業通知を受ける
⑤年度末に交付予定事業の執行状況報告を提出
⑥「東京都市町村総合交付金」として補助を受ける。

事務事業の概要（事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述） この事業を開始した経緯（いつ、どのような経緯で開始したか）

成
果

差額
（Ｂ）-（Ａ）

目標年度
（目標値)

平成27年度
（当初予算)

平成26年度
（決算見込み)（Ｂ）

（Ｂ）-（Ａ）（目標値)（当初予算)（決算見込み)（Ｂ）

4 4 4
100 560 340

-1,100

-1,100

時間

1,100
0

0
0
0

400

02,0001,7002,800500

000

-1,100

00

千円

時間

人

千円

時間

人

（決算）（Ａ）
平成24年度

千円

正規職員従事人数
延べ業務時間

項目

人

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

活動指標（事務
事業の活動量を表す
指標）

件

（決算）
平成23年度
（決算）

5

項目

①

千円

千円

千円

％

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

②

③

④

手段

対象

意図

結果

政策経営課

黒澤　重德

所属課政策経営部

政策経営係

4

平成25年度

事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

款
法令根拠

課長名

項 目

所属部

所属係

単年度繰返

5 推進体制

施策31　健全な財政運営

平成26年度と同様

千円

千円

千円

対象指標（対象
の大きさを表す指標）

成果指標（対象
における意図の達成
度を表す指標）

0
0

00000
02,000

東京都市町村総合交付金(まちづくり振興割地域特選事業枠)

5

1,7002,800500

％

上位成果指標
（結果の達成度を表
す指標）

（決算）（決算）

3.1

延べ業務時間

東京都総合交付金（地域特選事情枠）活用事業

％

人に係るコスト計（Ｆ）

正規職員人件費計（Ｃ）

00000

予定した財源を確実に確保する

163,200 233,224 543,274

想定事業の選定、都への想定事業ヒアリング、本申請、交付予定事業の執行状況報告、額の確定報告。平成26年度は●千円の交付実績があった。

市の財政（一般、特別会計）が、自律した財政運営になる

18,900 47,460 60,370

4 4 4

50,280 74,570 95,530

0.7 -0.8

0

000

0

00

0

千円

千円

件

千円

（決算）（Ａ）

✔

61.9 63.7

2,800500 1,700 02,000

00000

100% 100% 100% 100% #DIV/0!
0-2,000-1,700-2,800-500

人に係るコスト

補助費等
繰出金
その他

再任用職員従事人数

移転支出的なコスト

移転支出的なコスト計（Ｈ）

その他
その他

扶助費

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数
延べ業務時間

嘱託職員人件費計（Ｅ）

物件費

事業コード

事業期間

支
出
内
訳 維持補修費

収
入
内
訳

収入計（J）

国庫支出金

その他

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

物に係るコスト

物に係るコスト計（Ｇ）

収支差額（K）=(J)-(I)
一般財源投入割合

繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金
都支出金

←実施計画上の重点施
策

重点施策に該当する場合、ここか
ら該当項目を選択してください 公

共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要がある
か、民間や受益者ができる事業か？か
つ、行政が行うとした場合、国・都が行
う事業か、それとも市が行う事業か？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

市全体の事業をよく把握しなければ、独自性や先進性のある事業を抽出することができない。交付金申請を行い交付金を獲得していくためには、市
が行っている様々な事業に精通しておく必要がある。

維持 増加

東京都市町村総合交付金まちづくり振興割地域特選事業枠は、市の施策を実行する上で欠かせない財源で
あり、市の財政（一般、特別会計）が、自律した財政運営になることに結びつく。よって、行政が自ら行う内容で
ある。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待
できないのか？

市としてより多くの交付金交付を受けるべく、常に向上余地があると言える。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

③ 廃止・休止の成果への影響

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に
役立っているか？)

東京都総合交付金まちづくり振興割地域特選事業枠の制度が存続する限り、少しでも多くの交付金の交付を受けられるよう努力し、一般財源からの
支出を抑えることに注力する。

事業費は当事務に係る人件費のみであり最小限の費用で行っている。

効
率
性
評
価

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確
保余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

事業費がないため、削減余地はない。

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

コスト
削減

維
持

低
下

直近３年間では、交付金額は年々増加している状況で、事業推進の貴
重な財源になっている。。引き続き、交付金の対象となる先進性や地域
特性のある事業について当該交付金の交付決定のために取り組み、財
源の確保に一層努めていく。

(4) 改革・改善による期待成果

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化
余地

事業の内容が一部の受益者に偏って
いて不公平ではないか？受益者負担
が公平・公正になっているか？

市の行政運営全般を範囲とする歳入確保事務のため、受益は市民全体に係る。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

事務事業名

政策名

施策名

× ×

予算科目

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

最小限の業務時間で実施していると考えるため。

財政係で行う財政事情報告事務において、総合交付金本体の事務がある。課内の事務所掌の点から統合は
していないが、重複申請等を避ける必要もあることから、連携して事務を行っている。

×

事務を憩なわなかった場合には、東京都より交付金が支出されなくなるため、その分を一般財源で穴埋めし
なければならなくなり、国立市の財政に負担が生じ、財政運営に支障が出る。

○

うち委託料

向
上



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】

№

会計
一般 0 2 0 2 0 2 0 1 0 8 1 0 0

 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO） ✔  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標 ✔  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
① 手段（主な活動）  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】
平成26年度の実績（平成26年度に行った主な活動）  他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

平成27年度の事業計画（平成27年度に計画している主な活動）

② 対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③ 意図（この事業によって、対象をどう変えるのか）  事業費削減（歳入確保）余地がある⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  事業費削減（歳入確保）余地がない⇒【以下に理由を記入】

④ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移 ✔  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) １次評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 見直し余地あり

③ 効率性 適切 見直し余地あり

④ 公平性 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可
廃止 休止 ✔ 事業統廃合・連携 ✔ 事業のやり方改善（有効性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）
事業のやり方改善（効率性改善）　 ✔ 事業のやり方改善（公平性改善）　

現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策

(6) ＜目標達成基準，見直し・廃止基準＞この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？

平成２５年度に行った課税資料の電子化を引き続き行い、窓口対応等の向上に努めていく。

地方税法に定められた法定事務であるので、廃止はできない。

○

うち委託料

向
上

事務事業名

政策名

施策名

× ×

予算科目

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

償却資産の申告対象者の把握拡大に向け、専門嘱託員を増員、これにより大きな効果がある。
また土地・家屋についても、適正課税を進めていく上では、削減の余地はないが、平成26年度中に土地・家
屋台帳の電子化等が完了。よってさらに効率的に事務を進めることが期待されるので時間外勤務の削減が期
待できる。

償却資産は、法人市民税との連携を行っているが、システムによる連携が課題である。

×
維
持

低
下

(4) 改革・改善による期待成果

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化
余地

事業の内容が一部の受益者に偏って
いて不公平ではないか？受益者負担
が公平・公正になっているか？

土地・家屋の所有者すべてに課税をしているため、公平・公正といえる。
償却資産は申告制のため、公平申告をさらに進めていく。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

効
率
性
評
価

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確
保余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

印刷製本、需要費など最低限度での事業費である。

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

コスト
削減

地方税法に定められた法定事務である。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待
できないのか？

土地・家屋現況図の整備を行い、課税客体の適正把握、適正課税に努めている。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

③ 廃止・休止の成果への影響

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に
役立っているか？)

←実施計画上の重点施
策

重点施策に該当する場合、ここか
ら該当項目を選択してください 公

共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要がある
か、民間や受益者ができる事業か？か
つ、行政が行うとした場合、国・都が行
う事業か、それとも市が行う事業か？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

維持 増加

収支差額（K）=(J)-(I)
一般財源投入割合

繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金
都支出金

維持補修費

収
入
内
訳

収入計（J）

国庫支出金

その他

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

物に係るコスト

物に係るコスト計（Ｇ）

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数
延べ業務時間

嘱託職員人件費計（Ｅ）

物件費

事業コード

事業期間

支
出
内
訳

移転支出的なコスト

移転支出的なコスト計（Ｈ）

その他
その他

扶助費

0-115,129-115,648-132,774-121,840

人に係るコスト

補助費等
繰出金
その他

再任用職員従事人数

0027,50813,927201

100% 91% 81% 100% #DIV/0!

0115,129143,156146,701122,041

筆・件

人

件

件

件

（決算）（Ａ）

0
0

90900

-1,895

090

25 35 40

200

30

33680 32097 31436

153 175 192

41619 42073 41872 41752

1.適正に評価される
2.適正に課税される

2462 2548 2576 2500

土地・家屋ともに平成27年度評価替え作業を実施した。償却資産は、申告に基づく価格の決定及び未申告者等の実態調査把握を実施。緊急雇用事業を使い、土地台帳・家屋台帳の
電子化を完了し、さらなる業務効率化を図ることができた。

90 90 90

025,03950,06651,96126,441

固定資産税・都市計画税課税事務

50,066 25,039
41,357 16,484

人に係るコスト計（Ｆ）

正規職員人件費計（Ｃ）

26,441
18,829

51,961
43,256

3,000 4,100 3,000 3,000

上位成果指標
（結果の達成度を表
す指標）

（決算）（決算）

延べ業務時間

6,1504,500
090,000

1.市内所在土地・家屋
2.市内所在土地・家屋・償却資産の所有者

2271 2000

93,00094,65095,600
-1,650
-1,100

04,5004,500

基準日(平成26年1月1日）現在の標準地の鑑定評価をもとに評価替えを実施。償却資産事務の引継ぎ・承継を実施予定および申告に基づく価格決定、税額の決定。
家屋：新築・増築家屋評価。基幹システム入れ替えに伴う、電算処理事務の見直し・改善を実施予定。
土地・家屋台帳履歴管理(法務局⇔国立市))システムの本稼動準備。

千円

千円

千円

対象指標（対象
の大きさを表す指標）

成果指標（対象
における意図の達成
度を表す指標）

課長名

項 目

所属部

所属係

単年度繰返

5 推進体制

施策31　健全な財政運営

事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

款
法令根拠

課税課

岩澤明宏

所属課政策経営部

固定資産税係

2013

2 2

平成25年度

②

③

④

手段

対象

意図

結果

千円

千円 201 13,927 27,508 0

千円

千円

千円

千円

％

千円

千円

千円

千円

活動指標（事務
事業の活動量を表す
指標）

筆・件

（決算）
平成23年度
（決算）

2930

項目

①

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

（決算）（Ａ）
平成24年度

千円

正規職員従事人数
延べ業務時間

項目

人

千円

時間

人

千円

時間

人

3,0005,600
2 3

-1,650

2,800 1,500 1,500 0
003,000

0112
085,50085,50085,50085,500

17,100時間

17,126
13,581

0
0
0

9 9 10
17,100 17,100 17,100

0

-3,545

平成27年度
（当初予算)

平成26年度
（決算見込み)（Ｂ）

（Ｂ）-（Ａ）（目標値)（当初予算)（決算見込み)（Ｂ）

31829

法に基づく。賦課期日(1月1日）現在の土地・家屋・償却資産の価格に応じて課税を行なう。
(土地・家屋)
1. 1月1日現在、土地の利用状況・新築・既存家屋、所有者の把握。（登記事項の異動の捕捉、新築・滅失家屋確
認、農地パトロール、賦課期日における現地調査）
2.把握した土地・家屋の価格決定（評価計算）
3.その価格に基づく税額決定（課税処理）
4.  3年に一度の評価替え事務。土地・・・鑑定評価に基づく評価替え。家屋・・・既存家屋についての建築物価の変
動割合、経年減点補正率を考慮した評価替え
（償却資産）
市内の事業者やリース事業で資産を提供している事業者からの申告に基づき価格を決定し、税額決定

事務事業の概要（事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述） この事業を開始した経緯（いつ、どのような経緯で開始したか）

成
果

差額
（Ｂ）-（Ａ）

目標年度
（目標値)

名称 単位

差額
単位

平成23年度 平成24年度 平成25年度

異動のあった不動産の件数

償却資産申告件数

市内所在土地筆数・家屋件数

所有者数(土地・家屋)

価格修正件数(現年度)

税額の更正件数(現年度)

平成26年度 平成27年度 目標年度

0
9

0
0
0
0

0
-1,899
-1,895

0
0

13,581

0
0
0
0
0



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】

№

会計
一般 0 2 0 2 0 2 0 1 0 8 0 0 0

 単年度のみ 期間限定複数年度  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ） ✔  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO）  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
① 手段（主な活動） ✔  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】
平成26年度の実績（平成26年度に行った主な活動）  他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

平成27年度の事業計画（平成27年度に計画している主な活動）

② 対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③ 意図（この事業によって、対象をどう変えるのか）  事業費削減（歳入確保）余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  事業費削減（歳入確保）余地がない ⇒【以下に理由を記入】

④ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移 ✔  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) １次評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 ✔ 適切 見直し余地あり

③ 効率性 ✔ 適切 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可
廃止 休止 事業統廃合・連携 事業のやり方改善（有効性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）
事業のやり方改善（効率性改善）　 事業のやり方改善（公平性改善）　

✔ 現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策

(6) ＜目標達成基準，見直し・廃止基準＞この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？

・平成２３年１月に開始された確定申告書データ連携（国税連携）が行われたが、確定申告書の資料閲覧等を避けることはできない。資料閲覧は税務署
及び管轄自治体の６市で協議し協力して行っているが、毎年の税制改正等により閲覧作業が増加傾向にある。税務署内部の問題でもあるため、立川
税務署管内の地区税務事務協議会を通して要請・協議を重ねていく必要がある。

地方税法に基づき課税決定するもので、廃止・休止等をすることはできない。また、自主財源の確保に大きな
影響を及ぼすこととなるとともに、税の公平の見地からも廃止・休止は不可能である。

○

うち委託料

・地方税法等に基づく事務であり適正に課税を行っているが、データ入力時のエラー等は申告書の訂正や様式の
相違などにより防ぐことが難しい。平成２３年１月から始まった確定申告書データ連携（国税連携）については、ｅ－
ＴＡＸによる確定申告の提出が増加しないかぎりメリットがないためｅ－ＴＡＸの利用促進を図る必要がある。
・eL-TAXの普及、啓発。法人宛ての書類にチラシなどの案内を実施し、固定資産税と合わせて普及、啓発を図
る。

向
上

事務事業名

政策名

施策名

× ×

予算科目

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

申告受付け開始の２月から当初課税決定をする６月までの期間は、多数の臨時職員を採用すると共に職員の
超過勤務体制で課税事務を行なっている。地方税法に基づくものであり制約があり、国税連携開始による確定
申告書のデータ化等によりIT化が推進されるにしても、毎年の地方税法の改正による税制の複雑化や税制に
精通した職員の確保ができない現行の体制及び通知件数が増えていることからも現状では削減の余地はな
い。

法の制約があり、且つ業務の性格上、統廃合は不可能である。

×
維
持

低
下

地方税法等に基づく事務であり適正に課税を行っている。現状において
は検算・確認体制を継続強化し、誤謬・修正等のないよう行なうことが必
要である。

(4) 改革・改善による期待成果

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化余
地

事業の内容が一部の受益者に偏ってい
て不公平ではないか？受益者負担が公
平・公正になっているか？

地方税法や条例等による課税について、再度にわたる検算・確認体制により誤謬修正をなくし、公正・適正に
行っている。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

効
率
性
評
価

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確保
余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

地方税法に基づくものであり制約があること、またOA機器やスキャナを活用して事務の合理化を図っており、ま
たIT化が推進されるにしても現行の体制との両立であること、通知件数が増えていることから現状では削減の余
地はない。

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

コスト
削減

住民税の課税は地方税法等に基づくものであり、税の守秘義務、個人情報保護の見地からも市が行うことが妥
当である。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待で
きないのか？

地方税法及び条例等に則した適正課税を行い課税誤りがないことが成果となる。膨大な量の課税資料のデー
タ入力エラー、パンチエラー等は毎年若干数は発生してしまう。これらのエラーは検算・確認を行うことで、納税
通知書発布までには修正している。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

③ 廃止・休止の成果への影響

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に役
立っているか？)

←実施計画上の重点施
策

重点施策に該当する場合、ここから
該当項目を選択してください 公

共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要があるか、
民間や受益者ができる事業か？かつ、
行政が行うとした場合、国・都が行う事
業か、それとも市が行う事業か？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

維持 増加

収支差額（K）=(J)-(I)
一般財源投入割合

繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金

都支出金

維持補修費

収
入
内
訳

収入計（J）

国庫支出金

その他

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

物に係るコスト

物に係るコスト計（Ｇ）

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数

延べ業務時間
嘱託職員人件費計（Ｅ）

物件費

事業コード

事業期間

支
出
内
訳

移転支出的なコスト

移転支出的なコスト計（Ｈ）

その他
その他

扶助費

0-111,039-115,694-118,591-127,230

人に係るコスト

補助費等
繰出金
その他

再任用職員従事人数

00000

100% 100% 100% 100% #DIV/0!

0111,039115,694118,591127,230

（決算）（Ａ）

0
0

000

-2,222

00

0 0 0

0

0

2501 2666 2563

0 0 0

74511 74566 74385 74558

地方税法及び条例等に則し、対象となる個人並びに法人が適正に住民税等を納付す
ることができる。

2422 2416 2460 2158

・給与支払報告書及び申告書等の受付   ・特別徴収税額通知書、普通徴収納税通知書の発送    ・税制改正等の周知（市報、リーフレット、市HP）  ・未申告者の申告勧奨 ・法人市民税の
申告書発送及び受付、課税及び調査　・eLTAX(地方税電子申告）の運用 ・税制改正による公的年金特別徴収データの受取　　・確定申告書のデータ連携（国税連携）事務  ・課税状況
調査

市の財政（一般、特別会計）が、自律した財政運営になる。（市内に居住、または事業所等を有する個人並びに事務所等を有する法人が地方税法及び条例等に則し適正に住民税等を納
付することができるため、自主財源を確保し健全な財政運営を行うことができる。）

020,30424,13626,35828,491

0 0

住民税課税事務

24,136 20,304
5,874 842

人に係るコスト計（Ｆ）

正規職員人件費計（Ｃ）

28,491
10,945

0

26,358
8,726
0

0 2,472 1,492 780

上位成果指標
（結果の達成度を表す
指標）

（決算）（決算）

延べ業務時間

3,7080
090,735

1月1日現在、市内に居住、または事業所等を有する個人並びに事務所等を有する法人

37156 37391

91,55892,23398,739
-1,470
-980

01,1702,238

・平成29年度に実施される個人住民税の特別徴収推進に向け、普通徴収となっている給与支払者（事業者）の把握とデータ化を行う。
・平成27年2月に導入された課税システムに対応したマニュアルを作成することにより、事務の効率化とチェック機能を強化を図る。

千円

千円

千円

対象指標（対象

の大きさを表す指標）

成果指標（対象

における意図の達成
度を表す指標）

課長名

項 目

所属部

所属係

単年度繰返
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事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

款
地方税法、国立市市税賦課徴収条例、東京都都税条例法令根拠

課税課

岩澤明宏

所属課政策経営部

市民税係

36874

1 1

平成25年度

②

③

④

手段

対象

意図

結果

千円

千円

千円

千円

千円

千円

％

千円

千円

千円

千円

活動指標（事務

事業の活動量を表す
指標）

（決算）
平成23年度

（決算）

36336

項目

①

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

（決算）（Ａ）
平成24年度

千円

正規職員従事人数
延べ業務時間

項目

人

千円

時間

人

千円

時間

人

03,054
0 2

-675

1,527 0 0 0
000

0001
089,56589,32088,52595,685

17,913時間

2,897
0

0
0
0

9 8 8
19,137 17,705 17,864

795

-2,897

平成27年度
（当初予算)

平成26年度
（決算見込み)（Ｂ）

（Ｂ）-（Ａ）（目標値)（当初予算)（決算見込み)（Ｂ）

2261

（事務事業の内容）
・１月１日現在、市内に住所及び事業所等を有する個人に市・都民税を課税する。
・市内に事務所又は寮等を有する法人に法人市民税を課税する。
（業務の内容）
・収受した給与支払報告書及び申告書等の課税資料の調査及び入力
・入力データのエラー修正及び賦課計算　・徴収方法の決定及び納税通知書の作成並びに発送
・未申告者等の調査及び申告勧奨　・eLTAXに伴う事務　・市税収入の調定  ・税制改正等の周知
･法人市民税に係る申告書発送及び受付並びに課税、調査事務
（予算の内訳）
賃金、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料

事務事業の概要（事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述） この事業を開始した経緯（いつ、どのような経緯で開始したか）

成
果

差額
（Ｂ）-（Ａ）

目標年度
（目標値)

名称 単位

差額
単位

平成23年度 平成24年度 平成25年度

個人住民税課税件数

法人市民税課税件数

1月1日現在住民登録者数

市内に事業所等を有する法人

個人住民税誤謬件数

法人市民税誤謬件数

平成26年度 平成27年度 目標年度

159
8

0
0
0
0

0
-2,852
-2,222

0
0
0

0
0
0
0
0



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】

№

会計
一般 0 2 0 2 0 1 0 1 0 7 9 0 0

 単年度のみ 期間限定複数年度  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ） ✔  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

 他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
① 手段（主な活動）  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】
平成26年度の実績（平成26年度に行った主な活動） ✔  他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

平成27年度の事業計画（平成27年度に計画している主な活動）

② 対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③ 意図（この事業によって、対象をどう変えるのか）  事業費削減（歳入確保）余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  事業費削減（歳入確保）余地がない ⇒【以下に理由を記入】

④ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) １次評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 ✔ 適切 見直し余地あり

③ 効率性 ✔ 適切 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可
廃止 休止 事業統廃合・連携 ✔ 事業のやり方改善（有効性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）
事業のやり方改善（効率性改善）　 事業のやり方改善（公平性改善）　

✔ 現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策

(6) ＜目標達成基準，見直し・廃止基準＞この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？

・軽自動車税納税通知書の送付について、実態調査により、ほぼ全件送付した ・たばこ税申告書の受理及び課税決定、調定 ・エルタックスによる賦課効率化 ・「税についての作文」
市長表彰式の挙行・小学生への税についての授業の実施

-1,303
-2,766

0
0
0

0
-119

0

0
0
0
0
0

0

0

平成26年度 平成27年度 目標年度

-200
1

小学生の税についての授業実施クラス数

エルタックスによる申告受付件数

軽自動車税納税義務者数

市民税、固定資産税納税義務者数

軽自動車税納税通知書不達件数

市税賦課件数に対する電子申告割合

経常収支比率

自主財源比率

単位

差額
単位

平成23年度 平成24年度 平成25年度

平成27年度
（当初予算)

平成26年度

地方税法に基づき開始した。(事務事業及び業務の内容)
・軽自動車税課税事務・たばこ税課税事務・税の啓発活動・地方税電子申告システム(エルタックス)による各種申告
書等収受・税行政に携わる職員の知識向上のための事業・市税の円滑な賦課を推進するための各種事業
(事業費の内訳)
・軽自動車税の課税決定及び納税通知書送付・市外転出者等へのナンバー変更手続きの案内(年２回) ・原動機付
自転車の標識交付及び登録、廃車手続き事務・たばこ税申告書の受理及び課税決定・市税の調定・エルタックスに
よる、公的年金支払報告書、法人市民税申告書、給与支払報告書、償却資産申告書、所得税確定申告書の収受・
中学生から「税についての作文」を募り、審査会において優秀作品３点を選定し、表彰状及び記念品を授与・職員
による小学生への税についての授業の実施・税制改正、職員の知識向上に対応するための書籍購入、講習会への
参加

事務事業の概要（事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述） この事業を開始した経緯（いつ、どのような経緯で開始したか）

成
果

差額
（Ｂ）-（Ａ）

目標年度
（目標値)（決算見込み)（Ｂ）

（Ｂ）-（Ａ）（目標値)（当初予算)（決算見込み)（Ｂ）

62,199人

2 2 1
1,638 1,600 1,400

-1,000

-3,541

時間

3,541
0

0
0

-119

1,400

07,0007,0008,0008,190

0600400

11

1 1

-656

200 300
00

千円

時間

人

千円

時間

人

（決算）（Ａ）
平成24年度

千円

正規職員従事人数
延べ業務時間

項目

人

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

活動指標（事務

事業の活動量を表す
指標）

（決算）
平成23年度

（決算）

0

項目

①

名称

％

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

②

③

④

手段

対象

意図

結果

課税課

岩澤明宏

所属課政策経営部

市民税係諸税担当

2クラス

1 1

平成25年度

事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

款
地方税法、国立市市税賦課徴収条例法令根拠

対象指標（対象

の大きさを表す指標）

成果指標（対象

における意図の達成
度を表す指標）

課長名

項 目

所属部

所属係

単年度繰返
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千円

千円

千円

千円

千円

千円
-56
-37

0675600656723
08,275

・軽自動車等の納税義務者・製造たばこ卸売業者・申告代理税理士、法人市民税申告義務法人、
給与支払報告書提出義務者、償却資産申告義務者

2クラス 2クラス

8,0008,6568,913

482 437 400 450

上位成果指標
（結果の達成度を表
す指標）

（決算）（決算）

延べ業務時間

6,380

42

9,761
1,789

16

諸税課税等事務

6,995 7,126
486 486

人に係るコスト計（Ｆ）

正規職員人件費計（Ｃ）

16 94

07,2207,0119,7776,422

1,155 1,473 1,354 1,470

・適正な課税ができる・エルタックスによる申告業務の合理化ができる・次代を担う小
学生、中学生に税への関心と理解を深めてもらうことができる。

3,234件 5,328件 6,603件 6,603件

事業実施のための安定的な自主財源を確保し、自立した財政運営をしています。

平成26年度と同様の事業を行う。軽自動車税の適正課税を行うため、関係機関への調査により、納税義務者の実態把握に努める。

7,237人 6,222人 6,220人 6,220人

60,755人 61,579人 62,199人

2件 4件 4件 4件

5.3% 8.7% 10.6% 10.6%

200

1,3541,4731,155

-2,766

01,470

400

（決算）（Ａ）

✔

19,90616,490 16,365 016,965

00000

100% 100% 100% 100% #DIV/0!
0-16,965-16,365-19,906-16,490

人に係るコスト

補助費等
繰出金
その他

再任用職員従事人数

移転支出的なコスト

移転支出的なコスト計（Ｈ）

その他
その他

扶助費

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数

延べ業務時間
嘱託職員人件費計（Ｅ）

物件費

108200事業コード

事業期間

支
出
内
訳 維持補修費

収
入
内
訳

収入計（J）

国庫支出金

その他

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

物に係るコスト

物に係るコスト計（Ｇ）

収支差額（K）=(J)-(I)
一般財源投入割合

繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金

都支出金

←実施計画上の重点施
策

重点施策に該当する場合、ここか
ら該当項目を選択してください 公

共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要がある
か、民間や受益者ができる事業か？か
つ、行政が行うとした場合、国・都が行
う事業か、それとも市が行う事業か？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

軽自動車税、車種により登録先が異なるため納税義務者の把握に努める必要がある。

維持 増加

地方税法等に基づき、自主財源としての市税の歳入確保を目的とするため妥当である。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待
できないのか？

軽自動車税、たばこ税は地方税法に基づき適正に課税している。特に、たばこ税は卸売業者の申告納税制
であるため、経費はほとんどかからず、収納率も100%である。納税奨励事業として、平成25年度から課税課と
収納課の職員が小学校に出向き、税に関する授業を行っている。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

③ 廃止・休止の成果への影響

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に
役立っているか？)

市の歳入の根幹にかかわる事業であり、地方税法にも定められている。

原動機付自転車は、税率が低く、徴税コスト上問題があったが、平成27年度税制改正により、平成28年度から税率が変更となるので、ある程度問題
は解決した。

効
率
性
評
価

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確
保余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

必要最小限の予算で行っているので、削減余地なし。

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

コスト
削減

維
持

低
下

全般的には問題がなかったと判断する。軽自動車税納税通知書の不達
件数を減らすため、納税者の居所の把握に努めた。

(4) 改革・改善による期待成果

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化
余地

事業の内容が一部の受益者に偏って
いて不公平ではないか？受益者負担
が公平・公正になっているか？

地方税法に基づき、公平・公正に行われている。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

事務事業名

政策名

施策名

× ×

予算科目

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

個人情報であるため委託不可、人員、業務時間についても,適正課税のためには現状が必要最低限である。

×

全国的な問題であり、国立市独自で解決することは不可能である。毎年、東京都市税務事務協議会から国へ要望している。

地方税法等に基づくため、廃止・休止はできない。自主財源としての市税の歳入は、公益の増進に役立って
いる。

○

うち委託料

軽自動車税課税事務は、登録と税の申告先が異なるため、市民に分かりにくく、課税上も問題が生じる場合があ
る。

向
上



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】

№

会計
一般 0 2 0 2 0 2 0 1 0 8 3 0 0

 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO） ✔  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標 ✔  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
① 手段（主な活動）  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】
平成26年度の実績（平成26年度に行った主な活動）  他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

平成27年度の事業計画（平成27年度に計画している主な活動）

② 対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③ 意図（この事業によって、対象をどう変えるのか） ✔  事業費削減（歳入確保）余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
 事業費削減（歳入確保）余地がない ⇒【以下に理由を記入】

④ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

✔  削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) １次評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 ✔ 見直し余地あり

③ 効率性 適切 ✔ 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可
廃止 休止 ✔ 事業統廃合・連携 ✔ 事業のやり方改善（有効性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）

✔ 事業のやり方改善（効率性改善）　 事業のやり方改善（公平性改善）　

現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策

(6) ＜目標達成基準，見直し・廃止基準＞この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？

○システム化・オートメーション化へ初期投資
○適切な人材登用
○庁内の基幹系情報システムが更新されたばかりであるため、そのシステムでの新たな作業に対する不安

健全な財政運営が困難となる。

○

うち委託料

　税のみならず市債権全般についての定例的な収納・還付事務は、一括システム化し、業務遂行することにより、
納税者・納付者が市に対して負担すべきものが明確となり、納付に関する手間が軽減され、徴収に関する経費が
軽減する。また、オートメーション化されれば、収納・還付に関する経費も大幅に軽減される。
　関係法令を遵守して適性・公平に収納整理事務を行うためには、職員の資質面の向上が重要なことから職員
研修等の積極的な参加が必要であり、それに参加できるだけの時間の余裕が必要である。
　徴収業務については、機微な個人情報を取り扱うこと、また納税交渉が嘱託員では難しいこと等を考慮すると、
嘱託員による対応には大きな限界がある。

向
上

事務事業名

政策名

施策名

× ×

予算科目

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

収納・還付業務は規則的な業務のため、システム化・オートメーション化が進めば進むほど人件費は抑制され
るとともに、人為的なミスが軽減される。

税のみならず市債権全般についての定例的な収納・還付事務は、一括システム化して業務遂行することによ
り、納税者・納付者が市に対して負担すべきものが明確となり、納付に関する手間が軽減され、徴収に関する
経費が軽減すると考える。

×
維
持

低
下

　市税等収納率は、５年連続多摩２６市中１位、平成２５年度は全国都市
でもトップとなった。収納率の向上は財源確保の面で非常に有効なもの
であるが、督促・催告、滞納処分等なく収納率が高いことが最も望ましい
状態であることを鑑みれば、「自主納付」「納期内納税」のさらなる推進を
図らなければならない。

(4) 改革・改善による期待成果

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化
余地

事業の内容が一部の受益者に偏って
いて不公平ではないか？受益者負担
が公平・公正になっているか？

税は反対給付なしに課せられる公法上の債権であり、公平・公正に業務がなされている。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？
○システム化・オートメーション化へ初期投資
○適切な人材登用。

効
率
性
評
価

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確
保余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

○「自主納付」「納期内納税」がもっと浸透していくことで、督促・催告等徴収に係る経費が軽減される。
○市全般の公金収納がもっとシステム化・オートメーション化されれば、収納・還付に関する経費も大幅に軽
減される。

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

コスト
削減

業務は地方税法に規定されたものであり、市の財源は自らが主体的に確保しなければならない。また、税に
関する情報は厳格に管理・処理しなければならないものであり、罰則によってその実効性が担保されている行
政機関による関与が妥当である。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待
できないのか？

○市税等の収納・還付事務に関して、「もっと正確に」「もっとスピーディーに」事務を行い、税行政への信頼を
高める。
○収納チャンネルに関して、口座振替制度、コンビニ・モバイルレジ収納のみならず、クレジットカード収納な
ど納税者の利便性の向上に努め、納め忘れをなくす。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

③ 廃止・休止の成果への影響

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に
役立っているか？)

←実施計画上の重点施
策

重点施策に該当する場合、ここか
ら該当項目を選択してください 公

共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要がある
か、民間や受益者ができる事業か？か
つ、行政が行うとした場合、国・都が行
う事業か、それとも市が行う事業か？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？
○税の徴収に関する知識のみならず、市税等４税を取り扱う部署として、それぞれに関する課税の知識も必須であり、その研鑽に労する。
○金銭を取り扱う部署として、大手銀行等金融機関と比較するに、まだまだ原始的な業務遂行になっている。市民が貴重な収入から税を負担する観
点からすれば、金融機関等のようなしっかりとした体制・環境を構築していかなければならない。

維持 増加

収支差額（K）=(J)-(I)
一般財源投入割合

繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金

都支出金

維持補修費

収
入
内
訳

収入計（J）

国庫支出金

その他

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

物に係るコスト

物に係るコスト計（Ｇ）

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数

延べ業務時間
嘱託職員人件費計（Ｅ）

物件費

事業コード

事業期間

支
出
内
訳

移転支出的なコスト

移転支出的なコスト計（Ｈ）

その他
その他

扶助費

0-35,427-3,569-5,569-14,048

人に係るコスト

補助費等
繰出金
その他

再任用職員従事人数

0125,783141,998147,554147,085

9% 4% 2% 22% #DIV/0!

29,230 25,307 24,593 8,500

75,000

0161,210

69,808

145,567

✔

153,123161,133

人

件

千円

％

件

（決算）（Ａ）

55,813 74,215

0

0 0

0

000

-1,431

00
0 0

11,954 11,286

98.80 98.93 99.00

99.30

13,314

0 0 0 0

46,697 43,023 41,600

98.90 99.03 99.24

56,993 57,385 57,333

「納税意識が向上し、納期内に納付する。」「市税及び国民健康保険税の予算額・調定額・収納
額・収入歩合等の状況について的確に把握し、安定的な自主財源確保の指針とすることができ
る。」「前年以前との比較により、適正な課税の目標となっている。」

15,443,149 15,631,655 15,936,349

”市税収納率全国都市１位の達成(平成25年度確定)”　「文書・電話催告、納税交渉」「税の収納消込」「市税等の口座振替事務」「徴収実績報告」「還付充当の決定・通知・支払」「現年
のみ滞納者への積極的な実態調査及び滞納処分（財産の差押・取立・換価）」「毎月最終日曜日の納税窓口開設」「春秋の収納課全職員体制による徴収強化」「市税等４税の口座振替
加入促進キャンペーン実施」「新基幹系システム導入・徴収支援システムとの連携作業」など

事業実施のための安定的な自主財源を確保し、自律した財政運営をしています

0 0 0 0
0 0 0 0

024,96014,62816,05944,514

100 316

市税等収納事務

％

14,528 24,644
2,486 10,143

人に係るコスト計（Ｆ）

正規職員人件費計（Ｃ）

44,347
35,694
167

15,917
4,137
142

9,000 9,000 7,500 7,500

千円

上位成果指標
（結果の達成度を表
す指標）

（決算）（決算）

98.29

延べ業務時間

12,84912,806
061,250

納税義務者、国立市など

16,059,177

61,13162,84960,806
-1,718
-1,500

011,25011,131

○「自主納付」「納期内納税」を推進、現年度内での収納向上。
○収納チャンネル拡大への検討
○迅速かつ的確な収納・還付事務

千円

千円

千円

対象指標（対象

の大きさを表す指標）

成果指標（対象

における意図の達成
度を表す指標）

課長名

項 目

所属部

所属係

単年度繰返

5 推進体制

施策31　健全な財政運営

事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

款 日本国憲法第30条、第84条等
地方税法、国税徴収法、市税等賦課徴収条例等

法令根拠

昭和25

収納課

土方　勇

所属課政策経営部

管理係

15,784,036

5 5

平成25年度

②

③

④

手段

対象

意図

結果

千円

千円 117,855 122,247 117,405 117,283

千円

千円

千円

千円

％

千円

千円

千円

千円

活動指標（事務

事業の活動量を表す
指標）

千円

（決算）
平成23年度

（決算）

15,615,536

項目

①

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

（決算）（Ａ）
平成24年度

千円

正規職員従事人数
延べ業務時間

項目

人

千円

時間

人

千円

時間

人

00
6 6

-1,718

000

050,00050,00050,00048,000

10,000時間

2,000
-5,556

-4,407
0
0

4 4 4
9,600 10,000 10,000

0

-7,556

平成27年度
（当初予算)

平成26年度
（決算見込み)（Ｂ）

（Ｂ）-（Ａ）（目標値)（当初予算)（決算見込み)（Ｂ）

　戦前は、地方団体の有する独立財源は弾力性に乏しい零細な税目ばかり
で、国税附加税（地租附加税）を主体としていた。
　昭和22年、新憲法に基づく地方自治法が制定されて、地方税法は、大改正
が行われた。この改正で、国税附加税が廃止され、さらに地租等多数の税目
が国税から地方に移譲され、国税、地方税の体系に分離した。昭和24年、
『日本税制報告書』（シャウプ勧告）が発表され、この勧告に基づいて、昭和
25年、地方税法の体系について画期的な改正が行われ、従来の附加税は全
廃。
　その後、昭和29年、経済情勢の推移に応じて、地方団体の自治体制の強
化のための独立財源の充実、地方団体間の税源配分の合理化等を図ること
等から地方税制の改革が行われ、現行の租税体系の大枠が確立された。

【事業内容】
①市税（都民税を含む。）及び国民健康保険税の徴収、督励及び督促に関すること。②市税（都民税を含む。）及び国民健康保険
税の徴収猶予及び納期延長に関すること。③徴収金の嘱託及び受託に関すること。④督促状の発行に関すること。⑤督促状の公
示送達に関すること。⑥口座振替に関すること。⑦納税消込みに関すること。⑧過誤納金の整理に関すること。⑨市税（都民税を含
む。）及び国民健康保険税の徴収報告に関すること。⑩納付書及び徴収簿等の管理に関すること。⑪課内の庶務及び調整に関す
ること。
【業務内容】
市税等の収納・消込、還付金・還付加算金処理、文書督促・催告、訪問催告、電話催告、納税交渉、インターネット公売など
【予算内訳】
過誤納還付金・還付加算金・延滞金、需用費（消耗品、印刷製本費）、役務費(郵便料、手数料）、賃借料、委託料、備品購入費

事務事業の概要（事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述） この事業を開始した経緯（いつ、どのような経緯で開始したか）

成
果

差額
（Ｂ）-（Ａ）

目標年度
（目標値)

名称 単位

差額
単位

平成23年度 平成24年度 平成25年度

市税+国保税の調定額（現年課税分）

市税+国保税の収入額（現年課税分）

納税通知件数(市税等４税。2月末現在)

督促状発送件数

市税+国保税の収入歩合（現年課税分）

催告書発送件数

市税徴収率

一般会計から特別会計への赤字繰出額

平成26年度 平成27年度 目標年度

0
4

0
0
0
0

-42
-1,651
-1,389

0
0

-4,842

0
-714
0
0
0



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】

№

会計
一般 0 2 0 2 0 2 0 1 0 8 3 5 0

 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO） ✔  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標 ✔  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
① 手段（主な活動）  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】
平成26年度の実績（平成26年度に行った主な活動）  他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

平成27年度の事業計画（平成27年度に計画している主な活動）

② 対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③ 意図（この事業によって、対象をどう変えるのか）  事業費削減（歳入確保）余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  事業費削減（歳入確保）余地がない ⇒【以下に理由を記入】

④ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移 ✔  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) １次評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 ✔ 見直し余地あり

③ 効率性 適切 ✔ 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可
廃止 休止 ✔ 事業統廃合・連携 ✔ 事業のやり方改善（有効性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）

✔ 事業のやり方改善（効率性改善）　 事業のやり方改善（公平性改善）　

現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策

(6) ＜目標達成基準，見直し・廃止基準＞この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？

課題として、各債権所管課との連携を図ることが困難であること、法令解釈が一義的でなく見解が分かれている事項があることがあげられる。前者につ
いては、部署横断的な組織による取り組みにより一層の連携を図ることができる。後者については、他自治体の動向及び法律家等の専門家の意見を踏
まえ、各事項ごとに適切な判断を行っていく必要がある。

A及びBについては廃止した場合に滞納債権の徴収が滞り、安定的な財源確保に支障をきたす可能性がある。
また、適切な徴収・債権管理を怠ることは、市民に不公平感を与え、滞納の拡大を助長することになる。Cにつ
いては、廃止により市民の生活改善が図れないだけでなく、それにより市債権の滞納が累積する可能性があ
る。

○

うち委託料

向
上

事務事業名

政策名

施策名

× ×

予算科目

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

本事業に携わる職員数を現状より削減することは困難である。なお、滞納処分等の権力性を有する行為を行う
場合があるため、正職員以外の職員によることは不適切である。

A及びBについては、各所管課が行う徴収業務の全部又は一部を一元化し、効率的な徴収を図ることが有効で
ある可能性があるため、徴収一元化についての検討会を実施している。Cについては、市民相談業務や福祉総
合相談業務との連携を図りつつ、市民が相談しやすい体制を整える必要がある。

×
維
持

低
下

平成２６年度は、条例の施行・その適切な運用や他課との連携、職員へ
の意識啓発等、本事業を行う体制づくりに重点を置いた。これを踏まえ、
今後は実際の徴収、相談業務の規模を拡大できるよう、関係課とも連携
して取り組む必要がある。

(4) 改革・改善による期待成果

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化余
地

事業の内容が一部の受益者に偏ってい
て不公平ではないか？受益者負担が公
平・公正になっているか？

本事業は特定の市民へ利益をもたらすものではなく、また特段の負担を課すものでもないため、公平・公正であ
る。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

滞納債権がある限り管理は必要であり、事業も必要と考えられる。ただし、各所管課における管理が十分に行われるようになれば、Bの事業を独立の
係で行う必要はなくなると考えられる。また、Aについても他係(滞納整理係)において一元的に徴収できれば、独立の係は不要となる。さらにCについて
は、市民コミュニティ係等に統合することも考えられる。

本事業自体としては、効率性及び公平性が確保されている。ただし、所管課が行う債権管理及び徴収業務については、効率化を図ることができないか
本事業を通じて検討していく。

効
率
性
評
価

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確保
余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

外部講師を招いて行っていた研修を職員による研修とすることにより報償費の削減が可能である。

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

コスト
削減

A及びBについては、法令の規定に基づくものであることに加え、市民負担の公平性確保、行財政運営の効率
化、財政基盤の確保の観点から、市が自ら積極的に行う必要がある事業である。またCについては、直接市民
からの相談を受ける業務であるため、基礎的自治体である市が行うことが有効である。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待で
きないのか？

A及びBについては、収納課が有する徴収ノウハウを活用することで、より効率的な管理回収が可能となる。Cに
ついては、窓口業務を担当する職員が多様な相談方法を身に付けることで、より多くの局面で市民からの相談
を受け入れることが可能となる。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

③ 廃止・休止の成果への影響

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に役
立っているか？)

←実施計画上の重点施
策

重点施策に該当する場合、ここから
該当項目を選択してください 公

共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要があるか、
民間や受益者ができる事業か？かつ、
行政が行うとした場合、国・都が行う事
業か、それとも市が行う事業か？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

平成24年度から取り組みを開始した比較的新しい事業であり、事業の有効性、効率性等をチェックしつつ内容を随時見直していく必要がある。複数の
課が行う業務にかかわる内容を対象とするため、他課との連携を強化する必要がある。

維持 増加

収支差額（K）=(J)-(I)
一般財源投入割合

繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金

都支出金

維持補修費

収
入
内
訳

収入計（J）

国庫支出金

その他

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

物に係るコスト

物に係るコスト計（Ｇ）

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数

延べ業務時間
嘱託職員人件費計（Ｅ）

物件費

事業コード

事業期間

支
出
内
訳

移転支出的なコスト

移転支出的なコスト計（Ｈ）

その他
その他

扶助費

0-12,520-10,740-10,798-2,315

人に係るコスト

補助費等
繰出金
その他

再任用職員従事人数

00000

100% 100% 100% 100% #DIV/0!

012,52010,740

✔

10,7982,315

種

人

件

人

件

（決算）（Ａ）

0
0

1045265

14

052

16 928

74265 74381 74303

53 76 45

38 38 38

A.滞納を解消し、納期内に納付できる。適切かつ効率的な徴収事務を実現できる。
B,滞納を解消し、納期内に納付できる。適切かつ効率的な徴収事務を実現できる。
C.多重債務を解消し生活再建を図ることができる。

28 22 16

A.については、収納課が有する滞納整理ノウハウを活用し、介護保険料、後期高齢者医療保険料の徴収補助及び徴収引受事案の滞納処分を実施した。また、徴収一元化を目指した検
討会を9回実施した。
Bについては、国立市債権管理条例及び同条例施行規則を平成26年4月1日に施行した。また、債権管理に精通した先進市職員による研修を開催した。
Cについては、多重債務者からの相談対応及び引き直しの試算を行った。また、職員向けに多重債務問題に精通した専門家による研修を開催した。

事業実施のための安定的な自主財源を確保し、自律した財政運営につなげます。

65 52 104 52

01991411270

市税等以外の市債権回収等業務

141 199
人に係るコスト計（Ｆ）

正規職員人件費計（Ｃ）

127

1,500 379 311 1,458

上位成果指標
（結果の達成度を表す
指標）

（決算）（決算）

延べ業務時間

6192,250
012,269

A.強制徴収公債権の滞納者、所管課職員
B.各債権の滞納者及び所管職員
C.多重債務問題を抱える市民、窓口業務を担当する職員

2

10,49510,6192,250
-124
-68

02,269495

Aについては、強制徴収公債権の各所管課における徴収事務の補助を継続し、徴収引受を促進する。また、前年度に引き続き徴収一元化を目指した検討会を実施する。
Bについては、非強制徴収公債権・私債権の徴収補助を継続し、国立市債権管理条例の適切な運用を図りつつ、法的措置を含め適切な対応を支援する。また、職員向けに債権管理研修
を行う。
Cについては、市民からの多重債務相談に対応する。職員向けに多重債務相談方法等をアドバイスする。

千円

千円

千円

対象指標（対象

の大きさを表す指標）

成果指標（対象

における意図の達成
度を表す指標）

課長名

項 目

所属部

所属係

単年度繰返

5 推進体制

施策31　健全な財政運営

事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

款
地方自治法、同法施行令等法令根拠

24

収納課

土方 勇

所属課政策経営部

市債権係

4

1 1

平成25年度

②

③

④

手段

対象

意図

結果

千円

千円

千円

千円

千円

千円

％

千円

千円

千円

千円

活動指標（事務

事業の活動量を表す
指標）

回

（決算）
平成23年度

（決算）

2

項目

①

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

（決算）（Ａ）
平成24年度

千円

正規職員従事人数
延べ業務時間

項目

人

千円

時間

人

千円

時間

人

00
2 1

-124

000

010,00010,00010,0000

2,000時間

58
0

0
0

52

2 2
2,000 2,000

0

-58

平成27年度
（当初予算)

平成26年度
（決算見込み)（Ｂ）

（Ｂ）-（Ａ）（目標値)（当初予算)（決算見込み)（Ｂ）

・A及びBについては、そもそもの平成20年の収納課創設の目的とし
て、市税徴収強化に加え、市債権管理の適正化があった。その実現
のため、平成22～24年度には、各課ヒアリング、強制徴収債権(介護
保険料・後期高齢者医療保険料・保育料)の引継、他市視察を行い、
それをもとにプロジェクトチームを結成し、債権管理マニュアル及び指
針を作成した。さらなる市債権管理の適正化を図るため平成25年度
には債権管理担当課長を新設し、市債権係を発足させ、A及びBにつ
いて取り組んでいる。
・Cについては、滞納者と納税交渉をする中で、法定金利以上の利率
での返済が滞納原因であるケースがある旨が判明した。そこで、収納
課において、平成22年度から多重債務支援プログラムを実施し、市
民の方の生活再建のサポート、滞納解消を進めてきた。市債権係発
足後は、当係が窓口となり引き続き上記取り組みを行っている。

A.税法による徴収を行う債権(強制徴収公債権)
所管課への徴収支援(納付相談、催告、調査及び滞納処分の補助)、所管課からの徴収引受事案の催告及び滞納処
分)、徴収一元化を目指した検討会の実施(なお、下記Bの債権も含めての一元化もあわせて検討する)

B.税法による徴収を行わない債権(非強制徴収公債権・私債権)
各債権所管課へのヒアリング、各債権所管課の相談受付、徴収補助、全庁的な債権管理体制の構築

C.多重債務相談
市民からの多重債務相談の受付、職員への研修

事務事業の概要（事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述） この事業を開始した経緯（いつ、どのような経緯で開始したか）

成
果

差額
（Ｂ）-（Ａ）

目標年度
（目標値)

名称 単位

差額
単位

平成23年度 平成24年度 平成25年度

債権所管課への研修回数

多重債務相談件数

市税等以外の債権種別数

人口(4月1日時点)

研修参加人数

引き直し計算

平成26年度 平成27年度 目標年度

0
2

0
0

52
0

0
0

14

0
0
0

0
0
0
0
0



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
2  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】
5
№
31

0 2 0 2 0 2 0 1 0 8 4 0 0
 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO）  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
① 手段（主な活動） ✔  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】
平成26年度の実績（平成26年度に行った主な活動）  他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

平成27年度の事業計画（平成27年度に計画している主な活動）

② 対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③ 意図（この事業によって、対象をどう変えるのか） ✔  事業費削減（歳入確保）余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
 事業費削減（歳入確保）余地がない ⇒【以下に理由を記入】

④ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移 ✔  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) １次評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 ✔ 見直し余地あり

③ 効率性 適切 ✔ 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可
廃止 休止 事業統廃合・連携 事業のやり方改善（有効性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）

✔ 事業のやり方改善（効率性改善）　 事業のやり方改善（公平性改善）　

現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策

(6) ＜目標達成基準，見直し・廃止基準＞この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？

実質公債費比率

名称

国保税の収納額（滞納繰越分）

納税義務者数（滞納繰越分）

市税3税の滞納比率（決算期の未収入額/調定額）

国保税の滞納比率（決算期の未収入額/調定額）
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平成23年度 平成24年度 平成25年度

平成27年度
（当初予算)

（事務事業の内容）
○市税等（市民税（普通徴収、特別徴収分）、法人市民税、固定資産・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税）
の滞納繰越分や現年度課税分の滞納税に対し、納税相談を中心に次のような対応を行う。

・催告（文書、電話、訪問）　・分納履行確認　・財産調査　・捜索　・差押　・換価（公売、債権等の取立）　・配当　・滞
納処分の執行停止及び不納欠損　・交付要求

事務事業の概要（事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述） この事業を開始した経緯（いつ、どのような経緯で開始したか）

成
果

差額
（Ｂ）-（Ａ）

目標年度
（目標値)

平成26年度
（決算見込み)（Ｂ）

（Ｂ）-（Ａ）（目標値)（当初予算)（決算見込み)（Ｂ）
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平成23年度
（決算）

184,837
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①
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平成24年度

市税3税の収納額（滞納繰越分）
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④

手段

対象

意図

結果

2

千円

収納課

土方　勇

所属課政策経営部

滞納整理係

111,810

（決算）（Ａ）

地方税法による。

（決算）
平成25年度

事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

会計
地方税法、国税徴収法法令根拠

所属部5 推進体制

・現年度課税分の滞納税の対応強化（早期の催告及び納税相談等により納期内納税を推進）、納税資力の見極めの強化（捜索等の実施）

施策31　健全な財政運営

・納税義務者

対象指標（対象
の大きさを表す指標）

26

課長名

款 項

所属係

単年度繰返

千円

千円

079,500

成果指標（対象
における意図の達成
度を表す指標）

0
0

04,5004,5004,5004,500

83,109

79,50079,50089,500

3,000 3,000 3,000 3,000

107,183

上位成果指標
（結果の達成度を表す
指標）

（決算）（決算）

延べ業務時間

3,995

嘱託職員人件費計（Ｅ）

物件費

物に係るコスト

物に係るコスト計（Ｇ）

3,510

滞納整理事務

3,234

・納期内納税者に近づける。

人に係るコスト計（Ｆ）

正規職員人件費計（Ｃ）

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数

延べ業務時間

3,891

03,8913,2343,5103,995

77,352

・現年度課税分の滞納税の対応強化、納税資力の見極めの強化（捜索等の実施）、都主税局へ実務体験研修生派遣、滞納繰越分の文書催告3922件、差押件数736件

・市の財政（一般、特別会計）が、自律した財政運営になる。
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人に係るコスト

補助費等
繰出金
その他

再任用職員従事人数

移転支出的なコスト

移転支出的なコスト計（Ｈ）

その他
その他

扶助費

事業期間

支
出
内
訳 維持補修費

収
入
内
訳

収入計（J）

国庫支出金

その他

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

収支差額（K）=(J)-(I)
一般財源投入割合

繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金

都支出金

←実施計画上の重点施
策

重点施策に該当する場合、ここか
ら該当項目を選択してください 公

共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要があるか、
民間や受益者ができる事業か？かつ、
行政が行うとした場合、国・都が行う事
業か、それとも市が行う事業か？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

維持 増加

業務は地方税法に規定されたものであり、滞納処分については国税徴収法の例によるものと規定されている。
市税は、歳入予算の根幹をなすものであり、徴収強化は「自主財源の確保」に結びつくものである。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待で
きないのか？

現年課税分の滞納に対する対応を強化や財産調査・捜索等により担税力の見極めを重点的に行い、執行停
止の判断をさらに綿密に行うこと、また、延滞金の徴収を強化すること等により、さらに納期内納税を促し、滞納
繰越分になるものを減らすことができる。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

③ 廃止・休止の成果への影響

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に役
立っているか？)

効
率
性
評
価

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確
保余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

市民の方が納期内納税をしていくことで、滞納に係る文書催告、財産調査、滞納処分等の数が減り、印刷製本
費、通信運搬費等を削減することができる。

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

コスト
削減

低
下

平成26年度も自主納付や滞納処分により滞納繰越分が大きく圧縮され
た。また、徹底した財産調査や捜索等により困難事案への対応や担税力
の見極めも一定成果があった。平成27年度も引き続き滞納繰越分の圧
縮に努めるとともに、延滞金の徴収や現年度分の滞納税の徴収につい
て、さらに工夫して収納努力を行い、いっそう適正な収納業務を行ってい
きたい。

(4) 改革・改善による期待成果

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化
余地

事業の内容が一部の受益者に偏ってい
て不公平ではないか？受益者負担が公
平・公正になっているか？

税は反対給付なしに課せられる公法上の債権であるため、その徴収を行うことは公平・公正である。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

事務事業名

政策名

施策名

× ×

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

滞納繰越件数は漸減傾向にあるものの、解決に至っていない困難事案への対応や延滞金の徴収強化、現年
課税分への取組みといった新たな課題もある。納期内納税を促進し、市税収入の安定した確保のためには引
き続き業務に精通した職員の配置が必須である。ただし、将来的にこれらの課題が解決した後には、人件費は
削減できる。なお、当該事業は租税徴収業務であり、外部委託にはなじまない。

強制徴収債権（地方税、公課）と非強制徴収債権（公法上の債権、私債権）を収納部門として一体的に対応す
ることは可能であるが、法令やそれぞれ使用しているシステムが違うため、すぐに実行できる段階にはない。

×
維
持

自主財源の確保が困難になる。

○

うち委託料

①現年課税分の滞納に対して早期に催告や納税相談を行い、必要に応じて財産調査・滞納処分を行う。延滞金
の徴収を強化する。これらにより納期内納税との不公平をなくし、納期内納税を促進する。
②生活困窮者や累積滞納事案の納税相談、財産調査、捜索等を重点的に行い、担税力の見極め（執行停止）を
綿密に行う。
以上２点により、適切な滞納整理業務を行い、有効性改善を図る。有効性改善がされれば、結果として効率性改
善もされることになる。

向
上



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
 見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】

№

1 2 1 1 5 0 0 8 0 0
 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO）  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
① 手段（主な活動） ✔  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】
平成26年度の実績（平成26年度に行った主な活動）  他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

平成27年度の事業計画（平成27年度に計画している主な活動）

② 対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③ 意図（この事業によって、対象をどう変えるのか）  事業費削減（歳入確保）余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  事業費削減（歳入確保）余地がない ⇒【以下に理由を記入】

④ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移 ✔  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) １次評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 ✔ 適切 見直し余地あり

③ 効率性 ✔ 適切 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可
廃止 休止 事業統廃合・連携 事業のやり方改善（有効性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）
事業のやり方改善（効率性改善）　 事業のやり方改善（公平性改善）　

✔ 現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策

(6) ＜目標達成基準，見直し・廃止基準＞この事業はどのような状態となれば目標が達成されたことになりますか。また、見直し・廃止となりますか？
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0
0
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0
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204
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0

平成26年度 平成27年度 目標年度

0
8

課税対象者

課税対象者

課税対象者

名称 単位

差額
単位

平成23年度 平成24年度 平成25年度

国民健康保険加入や脱退に際しての賦課・徴収が必要になるため（事務事業の内容）
国民健康保険加入者への賦課徴収事務
①賦課事務　②納税通知書の発送　③資格の異動に伴う保険税の再計算　④過納に伴う還付、充当事務
なお、徴収事務については政策経営部収納課が担当
国民健康保険税に関する予算は国保特別会計
予算の内訳
需用費（消耗品費、印刷製本費、）役務費（通信運搬費）

事務事業の概要（事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述） この事業を開始した経緯（いつ、どのような経緯で開始したか）

成
果

差額
（Ｂ）-（Ａ）

目標年度
（目標値)

平成27年度
（当初予算)

平成26年度
（決算見込み)（Ｂ）

（Ｂ）-（Ａ）（目標値)（当初予算)（決算見込み)（Ｂ）

8 8 8
800 400 400

0
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時間
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0
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0

400

02,0002,0002,0004,000

000
0 3
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00

千円

時間

人

千円

時間

人

（決算）（Ａ）
平成24年度

千円

正規職員従事人数
延べ業務時間

項目

人

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

活動指標（事務

事業の活動量を表す
指標）

人

（決算）
平成23年度

（決算）

20,133

項目

①

千円

千円

千円

％

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

②

③

④

手段

対象

意図

結果

健康増進課

坂本 茂樹

所属課健康福祉部

国民健康保険係

19,653

3 3

平成25年度

事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

会計
地方税法、国立市国民健康保険税条例法令根拠

昭和34

課長名

款 項

所属部

所属係

単年度繰返

推進体制

施策31　健全な財政運営

前年度と同様

千円

千円

千円

対象指標（対象

の大きさを表す指標）

成果指標（対象

における意図の達成
度を表す指標）

0
0

06006006000
02,600

国民健康保険被保険者

19,829 19,829

2,6002,6004,000

400 400 400

上位成果指標
（結果の達成度を表す
指標）

（決算）（決算）

延べ業務時間

3,135
0

3,732
0

国民健康保険税賦課徴収事務

3,936 4,589
648 0

人に係るコスト計（Ｆ）

正規職員人件費計（Ｃ）

04,5893,9363,7323,135

国民健康保険税の賦課により医療費の支払いが軽減される（１割～３割の支払いで済
む）。

①賦課事務　②納税通知書の発送　③資格の異動に伴う保険税の再計算　④過納に伴う還付、充当事務

市の財政（一般、特別会計）が、自立した財政運営になる。

20,133 19,653 19,829 19,829

20,133 19,653 19,829 19,829

0

000

204

00

0

人

人

（決算）（Ａ）

✔

6,3327,135 6,536 07,189

3,135 3,732 3,936 4,589

56% 41% 40% 36% #DIV/0!

人に係るコスト

補助費等
繰出金
その他

再任用職員従事人数

04,5893,9363,7323,135

扶助費

0-2,600-2,600-2,600-4,000

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数

延べ業務時間
嘱託職員人件費計（Ｅ）

物件費

事業期間

支
出
内
訳

移転支出的なコスト

移転支出的なコスト計（Ｈ）

その他

維持補修費

収
入
内
訳

収入計（J）

国庫支出金

その他

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

物に係るコスト

物に係るコスト計（Ｇ）
維持 増加

収支差額（K）=(J)-(I)
一般財源投入割合

繰入金
使用料及び手数料
分担金及び負担金

都支出金

その他

③ 廃止・休止の成果への影響

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に役
立っているか？)

←実施計画上の重点施
策

重点施策に該当する場合、ここから
該当項目を選択してください 公

共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要があるか、
民間や受益者ができる事業か？かつ、
行政が行うとした場合、国・都が行う事
業か、それとも市が行う事業か？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

コスト
削減

地方税法及び条例に規定されている。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待で
きないのか？

限度額などを国基準まで引き上げていくなど財源の確保が必要。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

事業の内容が一部の受益者に偏ってい
て不公平ではないか？受益者負担が公
平・公正になっているか？

租税は、反対給付なしに課せられる公法上の債権であるため。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

国民健康保険の対象者の極端な増減があった場合は、人員配置等を検討していく。

効
率
性
評
価

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確保
余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

最低限の事業費となっているため

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

× ×

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

当初納税通知書など人手と時間がかかるものは委託しており、窓口対応も嘱託員を配置している。

独自の税なので他税との統合連携は難しいため

×
維
持

低
下

向
上

事務事業名

政策名

施策名

(4) 改革・改善による期待成果

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化余
地

予算科目
目 事業コード

国保

「自主財源」の確保困難

うち委託料


